
※１　分類
　「新規」・・・平成２９年度からの行動計画から新たに取り組む項目
　「継続」・・・前回の行動計画で達成されていなかったもの、若しくは引き続き常に見直しを行っていかなければならないもので、記載内容に多少の修正はあっても、内容に大きな変更のないもの
　「一部変更」・・・前回の行動計画から、新たな大綱に合わせて行動内容を一部変更（統合など）したもの
　「外部評価」・・・事務事業外部評価の結果を受けて、打ち出した対応方針の実現に向けて取り組んでいくもの

※２　区分
　「計画」・・・達成に向け実施中の項目　　「達成・終了」・・・達成や終了となった項目　　「統合」・・・他の項目へ統合となったもの

※３　実施予定
　◎・・・実施・稼動　　　○・・・一部実施・稼動　　　●・・・調査・検討・準備　　　→・・・継続　　　×・・・終了　　　－・・・統合

　この計画は、佐久市行政改革大綱の「１０万人の願いをかなえるために」という目標の実現に向けて、大綱に基づき、行政改革の具体的な実施項目や改革目標を策定し、実際
の取組に努め、改革を推進していくためのものです。

　この計画の期間は、平成２９年度から令和３年度までの５年間とします。

　この計画は、毎年度、佐久市行政改革推進委員会において進行状況のチェックを受けるとともに、市民に公表し、いただいた意見や提案を反映しながら、現状と課題の的確な把
握のもと、効果的に見直し・改善を行います。

佐久市

計画の位置付け

計画の期間

計画の進め方

資料２－２



基本視点

（1） 行政情報の積極的な提供
（2） 広聴機能の充実
（3） 市民参画のさらなる推進
（4） 協働体制の強化
（5） 市民や各種団体等の自発的な行動のサポート
（1） 監視機能の強化
（2） チェック機能の改善
（3） 公共調達に係る入札・契約制度等の見直し
（1） 経費の縮減とコスト意識の改革
（2） 経営的視点による財政分析と適正な資産管理の実施
（3） 市税、保険料及び使用料等の収納率の向上
（4） 新たな自主財源の確保
（5） 受益と負担の適正化
（1） 事務事業の選択と集中
（2） 補助金の現状把握と見直し
（3） 外郭団体の自主的・自立的経営の推進
（1） 民間委託の推進
（2） 民営化の検討
（3） 公民連携のさらなる普及と新たな手法の研究
（1） 職員提案・職場提案制度活用の推進
（2） 人材育成の推進
（3） 人事評価制度の活用と給与制度の見直し
（1） 社会変化に対応可能な組織の実現
（2） 意思決定過程の簡素化
（3） 審議会の見直し
（1） 職員数の見直し
（2） 専門性と事務量の増減に応じた職員配置
（1） 行政評価システムの重点的な活用
（2） 地方公営企業の経営の健全化と強化
（1） 公共施設等の適正化
（2） 窓口サービスの改善と充実
（3） 広域行政の推進
（1） 情報通信技術の有効活用
（2） 情報のセキュリティ管理の徹底

『第三次佐久市行政改革大綱』『佐久市行政改革行動計画（平成29年度～令和3年度）』基本体系

主要事項 取組事項

基本視点１
～市民と協働する行政～

1 市民の行政参画を推進

2

基本視点４
～より良い成果を追求する行政～

1 費用対効果と長期的な展望による改革

2 時代に適した公共サービスの追求

3 自治体のＩＴ化・業務改革の推進

基本視点３
～常に改革を追求する行政～

わかりやすい行政の推進

2 柔軟で機動的な組織体制の確立

3 職員数と職員配置の適正化

基本視点２
～自らの役割を追求する行政～

3 民間活力の積極的な活用

1 職員の意欲と資質向上を目指す環境の整備

1 自立した健全な財政基盤の確立

2 行政の役割の重点化
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○ 佐久市行政改革行動計画（平成２９年度～令和３年度）

行　動　内　容

2 1 1 2

一
部
変
更

広
報
広
聴
課

広聴機能の充実

意見聴取及び、その公表などを含
む広聴機能を、より効果的かつ効
率的に実施できるよう、検証、改善
が必要である。

パブリックコメント等の検証をするととも
に、他市の先進事例を参考にし、より
効果的かつ効率的な広聴機能の実
現を図るための見直しを行う。

・広聴機会の増加
・広聴の効率化
・市民の意見や要望の的確
な把握

計
画

H24 → → → → →

・パブリックコメントなどの現状の把
握と検証を行った。
・インターネット市政モニターアン
ケートを利用した、市民ニーズ等
を把握した。

-

・パブリックコメントなどの現状の把
握と検証を行った。
・インターネット市政モニターアン
ケートを利用し、市民ニーズ等を
把握した。

-

・パブリックコメントなどの現状の把
握と検証を行った。
・インターネット市政モニターアン
ケートを利用し、市民ニーズ等を
把握した。

-

・パブリックコメントなどの現状の把
握と検証を行った。
・インターネット市政モニターアン
ケートを利用し、市民ニーズ等を
把握した。

-

・パブリックコメントなどの現状の把
握と検証を行う。
・インターネット市政モニターアン
ケートを利用し、市民ニーズ等を
把握する。

-

・パブリックコメントなどの現状の把
握と検証を行った。
・インターネット市政モニターアン
ケートを利用し、市民ニーズ等を把
握した。

- B

・パブリックコメントの意見
提出件数や、住民説明
会への参加が少ないことが
課題となっている。また、イ
ンターネット市政モニターア
ンケートの利用も減少して
いることから、引き続き効
果的な意見聴取方法に
ついて検討し実施する必
要がある。

継
続

1-1-(1)

3 1 1 3
継
続

広
報
広
聴
課

市政への市民参
加の拡充

まちづくりは、市民ニーズを把握する
中で、効果的に施策を実施する必
要がある。

市民が「白紙の段階から検討する」と
いう市民参加方式の活用について、
その対象となる事業の検討を図る。
「審議会等の公募に関する指針」に
基づき、公募委員の積極的な登用に
努める。

・市民の市政参加の推進
・市民と行政が共に責任と役
割を担う協働意識の醸成

計
画

H21 → → → → →

・インターネット市政モニターアン
ケートの利用方法について、庁内
周知し、利用促進を図った。
・審議会委員の公募情報を積極
的に周知し、公募委員の増加に
努めた。

-

・インターネット市政モニターアン
ケートの利用方法について、庁内
周知し、利用促進を図った。
・審議会委員の公募情報を積極
的に周知し、公募委員の増加に
努めた。

-

・インターネット市政モニターアン
ケートの利用方法について、庁内
周知し、利用促進を図った。
・審議会委員の公募情報を積極
的に周知し、公募委員の増加に
努めた。

-

・インターネット市政モニターアン
ケートの利用方法について、庁内
周知し、利用促進を図った。
・審議会委員の公募情報を積極
的に周知し、公募委員の増加に
努めた。

-

・インターネット市政モニターアン
ケートの利用方法について、庁内
周知し、利用促進を図った。
・審議会委員の公募情報を積極
的に周知し、公募委員の増加に
努めた。

-

・インターネット市政モニターアン
ケートの利用方法について、庁内
周知し、利用促進を図った。
・審議会委員の公募情報を積極
的に周知し、公募委員の増加に
努めた。

- B

・インターネット市政モニ
ターアンケートについて、利
用が減少している。審議
会の公募委員については
欠員の有無など、実態を
把握する必要がある。市
民参加については、Ｒ4～
Ｒ８の第2次協働のまちづ
くり計画に基づき、更なる
参加促進を図る。

継
続

1-1-(2)

4 1 1 4
継
続

広
報
広
聴
課

民間諸団体との
連携による協働の
推進

多種多様な地域課題に対応する
ため、市民及び民間団体と行政が
分野を超えて連携する必要があ
る。

徹底した情報公開により市民及び民
間団体と行政が互いに情報を共有す
る。
市民活動サポートセンターを拠点とし
て、分野を超えた市民活動ネットワー
クを構築する。

・民間活力の活性化
・市民協働体制の構築

計
画

H20 → → → → →

・市民活動サポートセンターの運
営を引き続き委託した。
・市民活動サポートセンターが中
心となり、市民自ら課題解決に取
り組む団体の相談・コーディネート
及び情報収集・提供、情報発信
に努めた。

-

・市民活動サポートセンターの運
営を引き続き委託した。
・市民活動サポートセンターが中
心となり、市民自ら課題解決に取
り組む団体の相談・コーディネート
及び情報収集・提供、情報発信
に努めた。

-

・市民活動サポートセンターの運
営を引き続き委託した。
・市民活動サポートセンターが中
心となり、市民自ら課題解決に取
り組む団体の相談・コーディネート
及び情報収集・提供、情報発信
を行った。

-

・市民活動サポートセンターの運
営をＮＰＯに引き続き委託した。
・市民活動サポートセンターが中
心となり、市民自ら課題解決に取
り組む団体の相談・コーディネート
及び情報収集・提供、情報発信
を行った。

-

・市民活動サポートセンターの運
営をＮＰＯに引き続き委託した。
・市民活動サポートセンターが中
心となり、市民自ら課題解決に取
り組む団体の相談・コーディネート
及び情報収集・提供、情報発信
を行った。

-

・市民活動サポートセンターの運営
を実績のあるＮＰＯに委託した。
・市民活動サポートセンターが中心
となり、市民自ら課題解決に取り
組む団体の相談・コーディネート及
び情報収集・提供、情報発信を
行った。

- B

・市民活動サポートセ
ンターを拠点として、
引き続き情報発信や
団体同士のコーディ
ネートに努め、協働が
生まれる土壌づくりを
進める。

継
続

1-1-(3)

5 1 1 4
継
続

広
報
広
聴
課

NPO法人設立の
促進

NPO法人設立のための情報提供
を積極的に行う必要がある。

長野県の県民協働課と連携し、県の
NPO法人設立に関する情報を市民
に提供することにより、積極的にNPO
法人設立を促進する。

・民間活力の活性化
・市民協働の体制の構築

計
画

H20 → → ○ → →
市や市民活動サポートセンターの
ホームページ等でＮＰＯ設立に関
する情報の提供を行った。

-
市や市民活動サポートセンターの
ホームページ等でＮＰＯ設立に関
する情報の提供を行った。

-

・市や市民活動サポートセンター
のホームページ等でＮＰＯ設立に
関する情報の提供を行った。
・市民活動サポートセンターにおい
て、NPO法人の初歩的知識・設
立に関する講座を開催した。

-

・市や市民活動サポートセンター
のホームページ等でＮＰＯ設立に
関する情報の提供を行った。
・市民活動サポートセンターにおい
て、NPO法人の初歩的知識・設
立に関する講座を開催した。

-

・市や市民活動サポートセンター
のホームページ等でＮＰＯ設立に
関する情報の提供を行った。
・市民活動サポートセンターにおい
て、NPO法人の初歩的知識・設
立に関する講座を開催した。

-

・市や市民活動サポートセンターの
ホームページ等でＮＰＯ設立に関す
る情報の提供を行った。
・市民活動サポートセンターにおい
て、NPO法人の初歩的知識・設
立に関する講座を開催した。

- B

・市民活動の内容に
よっては、ＮＰＯ法人と
して設立することが適
しているものとそうでな
いものとあるので、団
体の活動目的や規模
に応じた相談支援を
実施していく。
・No.4民間諸団体と
の連携による協働の
推進に統合

統
合

1-1-(3)

6 1 1 5
継
続

広
報
広
聴
課

市民活動団体に
対する支援の推
進

市民団体が活動しやすい支援体
制を整備する必要がある。

市民の自主的な公益的活動を支援
する「佐久市まちづくり活動支援金」
を活用し、財政的支援とともに技術
的支援を行う。
国・県の団体育成・支援制度の情報
提供を行う。
常に協働体制のあり方を検討し、支
援体制を整備していく。

・民間活力の活性化
・市民協働の体制の構築

計
画

H24 → → → → →

佐久市まちづくり活動支援金を交
付することにより、市民が活動しや
すい環境づくりを支援した。また、
佐久ケーブルテレビ、フェイスブック
等に支援金活用団体の活動状
況等を積極的に掲載し、情報を
発信した。
市民活動サポートセンターを充実
させることにより、市民による自主
的な公益的活動の支援を行っ
た。

-

佐久市まちづくり活動支援金を交
付することにより、市民が活動しや
すい環境づくりを支援した。また、
佐久ケーブルテレビ、フェイスブック
等に支援金活用団体の活動状
況等を積極的に掲載し、情報を
発信した。
市民活動サポートセンターを充実
させることにより、市民による自主
的な公益的活動の支援を行っ
た。

-

佐久市まちづくり活動支援金を交
付することにより、市民が活動しや
すい環境づくりを支援する。また、
佐久ケーブルテレビ、フェイスブック
等に支援金活用団体の活動状
況等を積極的に掲載し、情報を
発信した。
市民活動サポートセンターを充実
させることにより、市民による自主
的な公益的活動の支援を行っ
た。

-

佐久市まちづくり活動支援金を交
付することにより、市民が活動しや
すい環境づくりを支援する。また、
佐久ケーブルテレビ、フェイスブック
等に支援金活用団体の活動状
況等を積極的に掲載し、情報を
発信した。
市民活動サポートセンターを充実
させることにより、市民による自主
的な公益的活動の支援を行っ
た。

-

佐久市まちづくり活動支援金を交
付することにより、市民が活動しや
すい環境づくりを支援する。また、
佐久ケーブルテレビ、フェイスブック
等に支援金活用団体の活動状
況等を積極的に掲載し、情報を
発信した。
市民活動サポートセンターを充実
させることにより、市民による自主
的な公益的活動の支援を行っ
た。

-

佐久市まちづくり活動支援金を交
付することにより、市民が活動しや
すい環境づくりに努めた。また、佐
久ケーブルテレビ、フェイスブック等に
より支援金活用団体の活動状況
等を積極的に情報発信した。
市民活動サポートセンターを充実さ
せることにより、市民による自主的
な公益的活動の支援を行った。

- B

・支援金の活用件数
が減少傾向にあるた
め、申請の負担軽減
等、活用しやすい支
援金となるよう随時見
直しを図る。

終
了
④

7 1 2 1
継
続

企
画
課

監視機能の強化

地方分権の推進に伴い、市の役割
と責任が増大していることから、より
適正な事務処理の確保のため、内
部統制制度の導入なども含めた監
視機能をより強化していく必要があ
る。

地方分権の推進に伴う国の内部統
制制度に関する動きを注視しながら、
監視機能の強化につながる体制や方
策などを検討する。

・公正で開かれた行政の確
立
・適正な事務執行

計
画

H24 → → → ● → 内部統制制度及び監査制度に
おける国の動向を検証した。

-
内部統制制度及び監査制度に
おける国の動向について情報収
集した。

-
内部統制制度及び監査制度に
おける国の動向について情報収
集を行った。

-

内部統制制度及び監査制度に
おける国の動向について情報収集
を行うと共に、先進自治体の運用
事例について調査を行った。

-

内部統制制度及び監査制度に
おける国の動向について情報収集
を行うと共に、先進自治体の運用
事例について調査を行った。

-

内部統制制度及び監査制度にお
ける国の動向について情報収集を
行うと共に、先進自治体の運用事
例について調査を行った。

- D

国の動向を見据えつ
つ、内部統制の導入
を含めた検討を進め
る。

継
続

4-2-(2)

8 1 2 2

一
部
変
更

企
画
課

市民によるチェック
機能の改善

事業仕分け、事務事業外部評価
の検証を実施するとともに、効果的
かつ効率的なチェック機能の改善を
図る必要がある。

市民目線によるチェック機能の改善に
より、わかりやすい行政の実現を目指
し、行政に対する市民理解の推進を
図る。

・公正で開かれた行政の確
立

計
画

H24 → → → ● ○

外部評価を含む行政評価につい
て、これまでの経過を踏まえつつ、
簡素で分かりやすい形として、見
直しを検討した。
事務事業評価シートを改良し、
庁内から意見を募った。

-
事務事業評価シートを用い、外
部評価未実施の事務事業につい
て外部評価を実施した。

-
事務事業評価シートを用い、外
部評価未実施の事務事業につい
て外部評価を実施した。

-

・外部評価未実施の事務事業に
ついて外部評価を実施した。
・補助金の見直しについて、新た
に評価の仕組みを構築し、外部
評価の導入に向けて準備を進め
た。

-
補助金の見直しについて、新たに
構築した評価の仕組みに基づき、
外部評価を実施した。

-

令和2年度をもって、149の事務事
業の外部評価を終了した。
令和3年度から、新たに補助金の
外部評価を開始している。

- B

令和8年度までに、対
象となる全ての補助
金等の外部評価を実
施する。
No.32補助金の現状
把握と見直しに統合

統
合

1-1-(2)

9 1 2 3
継
続

契
約
課

公正で適正な入
札契約制度の推
進

入札・契約の透明性や競争性を図
るため、公正で適正な入札・契約
制度について検討する必要がある。

透明性や競争性の高い入札制度の
確立に向け、調査・検討を進める。
新たに導入した郵便入札・電子入札
の検証、改善を行う。

・公正で開かれた行政の確
立

計
画

H24 ○ → → → → 入札の透明性や競争性を図るた
め、入札制度改革を行った。

-
導入した電子入札の検証を行
い、社会情勢に対応した入札・契
約制度について検討した。

-
郵便入札・電子入札の検証を行
い、社会情勢に対応した入札・契
約制度について検討した。

-

・入札の検証を行い、佐久市建
設業協会と話し合いを行う中で、
社会情勢に対応した入札・契約
制度について検討した。

-

・佐久市建設業協会との意見交
換会の内容を基に、社会情勢に
対応した入札・契約制度について
検討し、改善を図った。

-

・郵便入札、電子入札を実施、検
証し、その対象を拡大するととも
に、透明性や競争性の高い入札
制度の調査・検討を進め、改善を
図った。

- B

引き続き、社会情勢
に応じた透明性、競
争性の高い入札制度
を調査・検討してい
く。

継
続

2-2-(1)

10 2 1 1
継
続

財
政
課

経費の縮減

既に実施している行政評価や事務
事業評価を有効に活用し、事業の
廃止を含めた抜本的な見直しを図
るなかで、更なる経費節減に努める
必要がある。

経常経費の縮減を図り、また、行政
評価の結果を活用した予算編成を
行う。

・住民要望に対するきめ細か
で臨機応変な対応の実現
・事務事業の効率化
・経費の節減

計
画

H24 → → → → →

事務事業の見直しや経費節減の
徹底について周知し、事業の選
択と集中により堅実な予算編成
を行った。

-

事務事業の見直しや経費節減の
徹底積極的な財源確保について
周知し、事業の選択と集中により
堅実な予算編成を行った。

-

事務事業の見直しや経費節減の
徹底積極的な財源確保について
周知し、前例踏襲からの脱却を
意識した事業の選択と集中によ
り、堅実な予算編成を行った。

-

事務事業の見直しや経費節減の
徹底積極的な財源確保について
周知し、前例踏襲からの脱却を
意識した事業の選択と集中によ
り、堅実な予算編成を行った。

-

事務事業の見直しや経費節減の
徹底積極的な財源確保について
周知し、前例踏襲からの脱却を
意識した事業の選択と集中によ
り、堅実な予算編成を行った。

-

事務事業の見直しや経費節減の
徹底積極的な財源確保について
周知し、前例踏襲からの脱却を意
識した事業の選択と集中により、
堅実な予算編成を行った。

- C
終
了
②

備考

・市イベントの魅力を
伝えられる番組を制
作し、ケーブルテレビや
ホームページ等で配
信する。
・ＳＮＳ等で市内の最
新情報を積極的に配
信する。
・令和6年度にホーム
ページリニューアルを実
施する。

継続性
評価

B 1-1-(1)

第四次大綱該
当区分

次期計画
の方向性

継
続

-

5年間の実績による成果
5年間の財政

効果額
（千円）

・市イベントの魅力を伝えられる番
組を制作し、ケーブルテレビやホー
ムページ等で配信した。
・移住交流人口増進を図るため、
コミュニティＦＭラジオ局のネットワー
クを通じ、全国へ情報を配信した。
・ＳＮＳ等で市内の最新情報を積
極的に配信した。
・令和元年度にホームページの問
題点等の調査・検討した結果に基
づき、トップページのレイアウトや
ページ構成等の改善（リニューアル）
を図った。

-

令和2年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

1 1 1 1

一
部
変
更

№

基
本
視
点

主
要
事
項

取
組
事
項

分
類

（
※
１

）

広
報
広
聴
課

行政情報の積極
的な提供

・ホームページの情報管理とより一
層の情報提供の充実が求められ
る。
・佐久ＣＡＴＶ、ＦＭさくだいらと連携
し、情報発信の充実を図るととも
に、新たな発信方法についての検
討が必要である。

佐久ＣＡＴＶ、ＦＭさくだいらと連携し、
積極的に市の情報を提供すること。ま
た、情報政策課と連携して、ＣＡＴＶ
への加入促進や視聴者の増加を図
る。
インターネット配信は、幅広い最新情
報を積極的に配信するとともに、より
効果的かつ効率的な情報発信を検
討する。
情報を迅速に、分かりやすく提供でき
るよう、ホームページの見やすさの向上
を図る。
定期的にホームページのリニューアルを
行う。

・広聴機会の増加
・市民の行政への認知度の
向上
・市民の市政参加の推進

計
画

R2 R3

効　果
（「事業面：何が、どのように、

なるのか」
　「コスト面：財政効果等」）

区
分

（
※
２

）

実施予定（※３）

（何のため、何を、どう、改革するか） H29

課　名 項　目　名 経過や課題

取
組
開
始
年
度

H30 R1

財政
効果額
（千円）

--

・市イベントの魅力を伝えられる番
組を制作し、ケーブルテレビやホー
ムページ等で配信した。
・移住交流人口増進を図るため、
コミュニティＦＭラジオ局のネット
ワークを通じ、全国へ情報を配信
した。
・ＳＮＳ等で市内の最新情報を積
極的に配信した。
・リニューアルに向け、現状のホー
ムページの問題点等の調査・検
討を実施した。

・市のイベントの魅力を伝えられる
番組を制作し、ケーブルテレビや
ホームページ等で配信した。
・移住交流人口増進を図るため、
コミュニティＦＭラジオ局のネット
ワークを通じ、全国へ情報を配信
した。
・ＳＮＳ等で市内の最新情報を積
極的に配信した。

平成30年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

-

令和元年度実施項目
（具体的に実施した事項）

平成29年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

・市イベントの魅力を伝えられる番
組を制作し、ケーブルテレビやホー
ムページ等で配信した。
・移住交流人口増進を図るため、
コミュニティＦＭラジオ局のネット
ワークを通じ、全国へ情報を配信
した。
・ＳＮＳ等で市内の最新情報を積
極的に配信した。
・現状のホームページの問題点等
の調査・検討した結果に基づき、
トップページのレイアウトやページ構
成等の改善（リニューアル）を図っ
た。

・市イベントの魅力を伝えられる番
組を制作し、ケーブルテレビやホー
ムページ等で配信した。
・移住交流人口増進を図るため、
コミュニティＦＭラジオ局のネットワー
クを通じ、全国へ情報を配信し
た。
・ＳＮＳ等で市内の最新情報を積
極的に配信した。

-

令和3年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

・市イベントの魅力を伝えられる番
組を制作し、ケーブルテレビやホー
ムページ等で配信した。
・移住交流人口増進を図るため、
コミュニティＦＭラジオ局のネットワー
クを通じ、全国へ情報を配信し
た。
・ＳＮＳ等で市内の最新情報を積
極的に配信した。

→H22 → ○ → →

2



○ 佐久市行政改革行動計画（平成２９年度～令和３年度）

行　動　内　容

備考
継続性
評価

第四次大綱該
当区分

次期計画
の方向性5年間の実績による成果

5年間の財政
効果額
（千円）

令和2年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

№

基
本
視
点

主
要
事
項

取
組
事
項

分
類

（
※
１

）

R2 R3

効　果
（「事業面：何が、どのように、

なるのか」
　「コスト面：財政効果等」）

区
分

（
※
２

）

実施予定（※３）

（何のため、何を、どう、改革するか） H29

課　名 項　目　名 経過や課題

取
組
開
始
年
度

H30 R1

財政
効果額
（千円）

平成30年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

令和元年度実施項目
（具体的に実施した事項）

平成29年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

令和3年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

11 2 1 1
継
続

会
計
課

公共工事のVFM
最大化を重視し
た総合的なコスト
構造改善の推進

平成10年からコスト縮減に取り組
み、コスト縮減に対する意識や縮減
方法が浸透してきた。コスト縮減は
頭打ちの傾向であり、行き過ぎたコ
スト縮減は品質低下を招くおそれも
あることから、今後は計画段階から
維持管理までを通してコストと品質
の両面をバランスよく重視していく必
要がある。

発注の効率化、新しい工法・材料に
よる工事コストの縮減及び維持管理
費の縮減、施設の省資源・省エネル
ギー化等、総合的なコスト縮減を図
ることに加え、品質も重視していき、
良質な社会資本を効率的に整備・
維持していくことを目指す。

・経費の節減
・社会資本の効率的な整
備・維持
・社会資本が備えるべき利便
性、安全性、耐久性等の品
質確保
・維持管理費の縮減
・事業のスピードアップ

計
画

H24 → → → → →

・年度当初に通知している「建設
工事等施行上の留意事項等に
ついて」の通知文にコスト縮減の
推進を記載し、事業課への周知
を図った。
・平成28年度の工事や事業につ
いて各課の取り組み状況をまと
め、コスト縮減対策委員会に報
告・提案し、今後の対策として、
全庁での共有を図った。

-

・年度当初に通知している「建設
工事等施行上の留意事項等に
ついて」の通知文にコスト縮減の
推進を記載し、事業課への周知
を図った。
・平成30年度の工事や事業につ
いて各課の取り組み状況をまと
め、コスト縮減対策委員会に報
告した。今後については、監督職
員のｺｽﾄ縮減に対する意識が浸
透していることから、委員会は当
面開催しないこととなった。

-

年度当初に掲示板にて事業課に
通知している「建設工事等施行
上の留意事項等について」の通知
文にコスト縮減を推進するよう記
載することにより、監督職員のｺｽﾄ
縮減に対する意識の浸透を図っ
た。

-

年度当初に掲示板にて事業課に
通知している「建設工事等施行
上の留意事項等について」の通知
文にコスト縮減を推進するよう記
載することにより、監督職員のｺｽﾄ
縮減に対する意識の浸透を図っ
た。

-

・年度当初に通知している「建設
工事等施行上の留意事項等につ
いて」の通知文にコスト縮減の推
進を記載し、事業課への周知を
図った。

-

経費の節減ついては、各事業にお
いて工事コスト及び維持管理費の
縮減が図られた事業の取組により
縮減が進められた。
また、社会資本としての利便性、
安全性、耐久性等の品質確保さ
れた。

- C
終
了
②

12 2 1 2

一
部
変
更

財
政
課

経営的視点によ
る公有財産の適
正な管理の実施

公共施設等の適正化を図るため、
処分等も含めた経営的視点による
公有財産の適正な管理が必要で
ある。

自主財源を確保するため、処分可能
な公有財産の価格の見直しや、有償
貸付等により有効活用を図る。
普通財産化の手続きをより明確に
し、普通財産の活用方法などについ
て、先進事例等を参考としながら、よ
り実効的な改善を検討する。

・健全な財政運営の実現
・経費の節減

計
画

H24 ○ → → → →

公有財産(土地)の売却を、より経
済的で効率的に進めるため、売
却方法に随意契約のほかにイン
ターネットオークションを取り入れ
た。

-

売却を予定している物件の価格
の見直しを行った。
年6回のネットオークションを活用し
た公告を行った。

-

・他課から当課に所管換え予定
である公有財産の売却価格を算
定し、市内向け一般競争入札を
実施した。
・未売却の場合は、年6回実施さ
れるネットオークションを活用した
公有財産の売却を実施した。

-

・他課から所管替え予定である公
有財産の売却価格を算定し、市
内向け一般競争入札を実施し
た。
・未売却の場合は、年６回実施さ
れるネットオークションを活用した公
有財産の売却を実施した。

-

・他課から所管替え予定である公
有財産の売却価格を算定し、市
内向け一般競争入札を実施し
た。
・未売却の場合はネットオークショ
ンを活用した公有財産の売却を
実施した。

-
一般競争入札等において、４９
件、６,５１５．４７㎡の市有財産の
売却を行った。

53,655 B

自主財源の確保を確
保するため、引き続き
一般競争入札等によ
り、公有財産の売却
を実施する。

継
続

3-1-(2)

13 2 1 3

一
部
変
更

収
税
課

市税収納率の向
上

自立した健全な財政基盤を確立す
るため、財源の根幹となる市税の収
納率の向上に努める必要がある。
収納率の向上にあたっては、長野
県地方税滞納整理機構の活用が
重要である。

広報などを活用し、市民の納税意識
の高揚を図るとともに、差押え等の滞
納処分を積極的に実施し、税収の確
保と市税の収納率の向上を図る。
国保税については、適正な税率を堅
持するためにも、引き続き収納率の向
上に取り組む。

・健全な財政運営の実現
・税負担の公平

計
画

H18 → → → → ○

・専任徴収員と連携し、早期の
戸別訪問を実施した。
・法に基づき適正かつ迅速な滞納
処分を実施した。
・長野県地方税滞納整理機構と
連携し、滞納処分を実施した。
・広報誌｢ｻｸﾗｲﾌ｣・佐久ケーブル
テレビ・FMさくだいらを活用し、税
等の納期限の周知と未納税等の
納付を呼びかけた。

-

・専任徴収員と連携し、早期の
戸別訪問を実施した。
・法に基づき適正かつ迅速な滞納
処分を実施した。
・長野県地方税滞納整理機構と
連携し、滞納処分を実施した。
・広報誌｢ｻｸﾗｲﾌ｣等を活用し、
税等の納期限の周知と未納税等
の納付を呼びかけた。

-

・専任徴収員と連携し、早期の
戸別訪問を実施した。
・法に基づき適正かつ迅速な滞納
処分を実施した。
・長野県地方税滞納整理機構と
連携し、滞納処分を実施した。
・広報紙｢ｻｸﾗｲﾌ｣等を活用し、
税等の納期限の周知と未納税等
の納付を呼びかけた。

-

・専任徴収員と連携し、早期の戸
別訪問の実施。
・法に基づき適正かつ迅速な滞納
処分の実施。
・長野県地方税滞納整理機構と
連携し、滞納処分の実施。
・広報紙｢ｻｸﾗｲﾌ｣等を活用し、
税等の納期限の周知と納税等の
呼びかけを実施。

－

・専任徴収員と連携し、早期の戸
別訪問を実施。
・法に基づき適正かつ迅速な滞納
処分を実施。
・長野県地方税滞納整理機構と
連携し、滞納処分を実施。
・広報紙｢ｻｸﾗｲﾌ｣等を活用し、
税等の納期限の周知と納税等の
呼びかけを実施。
・新型コロナウイルス感染症予防
を踏まえ、スマートフォン決済シス
テムを導入した。

-

・専任徴収員と連携し、早期の戸
別訪問を実施した。
・法に基づき適正かつ迅速な滞納
処分を実施した。
・長野県地方税滞納整理機構と
連携し、滞納処分を実施した。
・広報紙｢ｻｸﾗｲﾌ｣等を活用し、税
等の納期限の周知と納税等の呼
びかけを実施した。
・新型コロナウイルス感染症予防を
踏まえ、スマートフォン決済システム
を導入した。

- C
引続き収納率向上の
ため、時代に即した見
直しを図る。

終
了
④

14 2 1 3
継
続

国
保
医
療
課

後期高齢者医療
保険料の収納率
の向上

後期高齢者が被保険者であること
から、保険料の算定の方法など制
度について、分かりやすい資料の提
供や説明の機会を増やすほか、納
付について、利便性の向上を図る
など、収納率の向上に向けた取り
組みが必要である。

後期高齢者医療保険料（普通徴
収）の徴収に関し、個別訪問等の機
会の増加、口座振替、コンビニ収納
の利用を促進し徴収率の向上を図
る。
市民宛ての文書などについて、より、
「わかりやすい」表現を目指し、改善
する。

・健全な財政運営の実現
・負担の公平

計
画

H24 → → → → ○

・専任徴収員の雇用により個別
訪問の機会を増やし、対面での
説明、徴収を強化した。
・コンビニ収納の開始により納付
場所を増やし、被保険者の利便
性の向上を図った。

-

・専任徴収員による早期の個別
訪問により折衝の機会を増やし徴
収を強化した。
・口座振替、コンビニ収納の納付
方法を機会あるごとに周知を行い
利用を促進した。
・個別訪問による催告や督促状、
催告書による納付勧奨をもって
も、納付に至らない場合につい
て、財産調査を実施し、2件の差
押えを行った。

-

・専任徴収員による早期の個別
訪問により折衝の機会を増やし徴
収を強化した。
・口座振替、コンビニ収納の納付
方法を機会あるごとに周知を行い
利用を促進した。
・個別訪問による催告や督促状、
催告書による納付勧奨をもっても
納付に至らない場合は、市税・介
護保険料の状況を確認した上で
法に基づき滞納処分を実施した。

-

・専任徴収員による早期の個別
訪問により折衝の機会を増やし
た。
・口座振替、コンビニ収納の納付
方法を機会あるごとに周知を行
い、利用を促進した。
・個別訪問による催告や督促状、
催告書による納付勧奨を行っても
納付に至らない場合は、市税・介
護保険料の状況を確認した上で
法に基づき滞納処分を実施した。

-

・専任徴収員による早期の個別
訪問により、折衝の機会を増や
し、徴収を強化した。
・口座振替、コンビニ収納の周知
を行い利用を促進した。
・個別訪問による催告や督促状、
催告書による納付勧奨を行い、
市税・介護保険料の状況を確認
した上で法に基づき滞納処分を
実施した。
・スマートフォン決済システムの導
入した。

-

・専任徴収員による早期の個別訪
問により、折衝の機会を増やし、徴
収を強化した。
・口座振替、コンビニ収納の周知を
行い利用を促進した。
・個別訪問による催告や督促状、
催告書による納付勧奨を行い、市
税・介護保険料の状況を確認した
上で法に基づき滞納処分を実施し
た。
・スマートフォン決済システムを導入
した。

- C -

終
了
④

15 2 1 3
継
続

人
権
同
和
課

住宅新築資金貸
付償還の推進

今後、関係団体との協力・工夫を
しつつ、状況に合った民間活力等の
利用を視野に入れていく必要があ
る。

貸し付けた住宅新築資金の収納率
向上のため、計画的な返済計画を立
てるとともに、償還事業の業務委託
等を視野に入れて償還を推進する。

・健全な財政運営の実現
・負担の適正化

計
画

H18 → → → → →

・人権同和課職員による通年滞
納整理を行った。
・運動団体支部役員と長期滞納
者への折衝を行った。
・残高通知・催告書を発送した。
・連帯保証人への折衝を行った。
・弁護士や金融機関等から市とし
てできる対応について情報収集
し、収納の工夫を図った。

-

・人権同和課職員による通年滞
納整理を行った。
・運動団体支部役員と長期滞納
者への折衝を行った。
・残高通知・催告書を発送した。
・連帯保証人への折衝を行った。
・折衝が難しい事案については、
弁護士相談し、今後の対応につ
いて情報収集した。

-

・人権同和課職員による通年滞
納整理を行った。
・運動団体支部役員と長期滞納
者への折衝を行った。
・残高通知・催告書を発送した。
・相続人、連帯保証人への折衝
を行った。
・上記４つの折衝状況により、適
宜弁護士等相談を有効に活用
する中で、法的対応や不納欠損
処理について、精査しながら検討
を進めた。

-

・人権同和課職員による通年滞
納整理を行った。
・残高通知・催告書を発送した。
・相続人、連帯保証人への折衝
を行った。
・上記４つの折衝状況により、適
宜弁護士等相談を有効に活用す
る中で、法的対応や不納欠損処
理について、精査しながら検討を
進めた。

-

・人権同和課職員による通年滞
納整理を行った。
・運動団体支部役員と長期滞納
者への折衝を行った。
・相続人、連帯保証人への折衝
を行った。
（上記３つは新型コロナウイルス感
染状況を見ながら実施した）
・残高通知・催告書を発送した。
・上記４つの折衝状況により、適
宜弁護士相談等を有効活用し、
法的対応や不納欠損処理につい
て、精査しながら検討を進めた。

-

・課職員による通年滞納整理を実
施した。
・運動団体支部役員と長期滞納
者への折衝を実施した。
・催告書を送付し、償還を勧奨し
た。
・相続人・連帯保証人への折衝を
実施した。
・折衝状況により弁護士相談を活
用し、法的対応や不納欠損処理
の検討を進めた。

- C
終
了
④

16 2 1 3
継
続

子
育
て
支
援
課

保育料の収納率
の向上

以前に比べ、社会全体における子
育て世代の負担感が増大している
ことから、保育料に対する納入意識
の低下が見られる。
家庭により、様々な課題があること
から、多様なアプローチによる課題
解決を図りつつ、収納率を高めるよ
う取り組む必要がある。

保育料の徴収に関し、法的手段も含
め、徴収率の向上を図る。
他課と連携し、多様なアプローチによ
り、課題解決を図る。

・健全な財政運営の実現
・負担の公平

計
画

H18 → → → → →

・保育料現年度分徴収率99.5%
を達成するため、未納者と接触
し、催告するとともに、必要に応じ
た納付相談などを行った。
・悪質滞納者に対して、滞納処
分（差押え）予告通知を送付し、
滞納者との接触を図った。（財産
調査の結果等により差押えは未
実施）

-

・保育料現年度分徴収率99.6%
を達成するため、未納者と接触
し、催告するとともに、必要に応じ
て納付相談などを行った。
・悪質滞納者に対して、差押え予
告を行い、分割収納に繋げた。

－

・令和元年10月に幼児教育・保
育が無償化されたことから、9月ま
での保育料現年度分について徴
収率向上を目指すと共に、過年
度分保育料の収納を進めるた
め、未納者と接触し、催告や必
要に応じて納付相談などを行なっ
た。
・悪質滞納者に対して、差押え予
告を行い、分割収納に繋げた。

-

・未満児に係る保育料の現年度
分徴収率99.6%を達成すると共
に、過年度分保育料の収納を進
めるため、未納者と接触し、催告
や必要に応じて納付相談などを
行なった。
・児童手当の充当について、協議
のうえ実施した。
・納付書払いから口座振替への
案内を積極的に行った。

-

・保育料現年度分徴収率99.8%
を達成すると共に、過年度分保
育料の収納を進めるため、未納
者と接触し、催告や必要に応じて
納付相談などを行なった。
・児童手当の充当について、協議
のうえ実施した。
・悪質滞納者に対して、財産調
査を行い、滞納処分（差押え）可
能な財産がある場合は滞納処分
を実施した。

-

・保育料現年度分について徴収率
向上を目指すと共に、過年度分保
育料の収納を進めるため、未納者
と接触し、催告や必要に応じて納
付相談などを行なった。
・児童手当の充当について、協議
のうえ実施した。
・悪質滞納者に対して、差押え予
告を行い、分割収納に繋げた。
・口座振替の促進や、コンビニエン
スストアにおける収納及び電子決
済の導入により、納付の機会の確
保や利便性の向上を図った。

- C

引き続き、随時未納
者と接触し納付を促
すとともに、法的手段
の活用や他課との連
携などにより徴収率の
向上を図る。

終
了
④

17 2 1 3
継
続

高
齢
者
福
祉
課

介護保険料の収
納率の向上

保険料の未納状態を放置しておく
と、介護保険サービスを利用する際
に給付制限につながる可能性があ
る。給付制限適用を未然に防ぐた
めに、介護保険の仕組みや納付方
法について、丁寧な案内を徹底し
納付を促すなど、福祉的配慮の観
点から滞納防止策の推進が必要
である。

介護保険料（普通徴収）の徴収に関
し、より「わかりやすい」表現などを工
夫し、制度の理解を進め、徴収率の
向上を図る。

・健全な財政運営の実現
・負担の公平

計
画

H24 → → → → ○

・専任徴収員等による戸別訪問
や電話督励による納付勧奨を
行った。
・確実な収納が見込まれる口座
振替の推進を行った。
・初期滞納者に対し早期催告を
実施した。
・財産調査に基づき、適正な法
的処分を徹底して実施した。
・コンビニ収納の開始により納付
場所を増やし、被保険者の利便
性の向上を図った。

-

・専任徴収員等による戸別訪問
や電話督励による納付勧奨を
行った。
・口座振替を推進した。
・初期滞納者への早期催告を
行った。
・法に基づいた適正な滞納処分を
行った。
・介護保険の仕組みや納付方法
について理解を得られるよう対応し
た。

-

・専任徴収員等による戸別訪問
や電話督励による納付勧奨を
行った。
・口座振替を推進した。
・初期滞納者への早期催告を
行った。
・法に基づいた適正な滞納処分を
行った。
・介護保険の仕組みや納付方法
について理解を得られるよう対応し
た。

-

・専任徴収員等による戸別訪問
や電話督励による納付勧奨を
行った。
・口座振替を推進した。
・初期滞納者への早期催告を
行った。
・法に基づいた適正な滞納処分を
行った。
・介護保険の仕組みや納付方法
について理解を得られるよう対応し
た。

-

・専任徴収員等による戸別訪問
や電話督励による納付勧奨を
行った。
・口座振替を推進した。
・初期滞納者への早期催告を
行った。
・法に基づいた適正な滞納処分を
行った。
・介護保険の仕組みや納付方法
について理解を得られるよう対応し
た。
・スマートフォン決済システムを導
入した。

-

・専任徴収員等による戸別訪問や電
話督励による納付勧奨を行った。
・口座振替を推進した。
・初期滞納者への早期催告を行っ
た。
・法に基づいた適正な滞納処分を
行った。
・介護保険の仕組みや納付方法につ
いて理解を得られるよう対応した。
・スマートフォン決済システムを導入し
た。

- C
終
了
④

18 2 1 3
継
続

建
築
住
宅
課

住宅使用料の収
納率の向上

滞納者が増加傾向にある。
平成２５年度より長野県住宅供給
公社を指定管理者とする管理体
制に移行したことから、指定管理者
と連携しつつ、収納率の向上を図る
必要がある。

住宅使用料の収納率の向上を図る
ため、指定管理者に対して、適切な
指導を行うとともに、より効果的な方
法について、先進事例を参考に検証
し、改善を図る。
また、指定管理者と連携し、戸別訪
問・来庁要請などを行うことにより、収
納率の向上を図る。

・健全な財政運営の実現
・負担の公平性の確保

計
画

H24 → → → ○ →

・指定管理者との打合せを毎月
開催した。
・戸別訪問、滞納者及び連帯保
証人に来庁を要請（事情確認
等）した。
・重点滞納整理を定期的に実施
した。

-

・指定管理者との打合せを毎月
開催した。
・戸別訪問、滞納者及び連帯保
証人に来庁を要請し、事情等の
確認と納付相談を行った。
・重点滞納整理を定期的に実施
した。
・悪質な滞納者に対しては法的な
手段をとった。

-

・指定管理者との打合せを毎月
開催し、情報共有を図った。
・戸別訪問、滞納者及び連帯保
証人に来庁を要請し、事情等の
確認と納付相談を行った。
・重点滞納整理を定期的に実施
した。
・悪質な滞納者に対しては法的な
手段も含め対応を図った。

-

・指定管理者との打合せを毎月
開催し、情報共有を図った。
・戸別訪問、滞納者及び連帯保
証人に来庁を要請し、事情等の
確認と納付相談を行った。
・重点滞納整理を定期的に実施
した。
・悪質な滞納者に対しては法的な
手段も含め対応を図った。
・悪質滞納者2名に対し、明渡訴
訟を提起した。

-

・指定管理者との打合せを毎月開
催し、情報共有を図った。
・戸別訪問、滞納者及び連帯保証
人に来庁を要請し、事情等の確認と
納付相談を行った。
・重点滞納整理を定期的に実施し
た。
・悪質な滞納者に対しては法的な手
段も含め対応を図った。
・前年度、明渡訴訟を提起した2名
に対し、住宅の明渡断行を行った。

-

指定管理者である長野県住宅供
給公社と毎月打合せを行い、滞納
者等の情報共有を図り、それぞれ
で行う事務分担を精査し対応を
行った。
悪質な滞納者に対し、法的措置
である支払督促4件、明渡訴訟2
件を実施し、収納率向上に努め
た。

- C
終
了
④

19 2 1 3
継
続

下
水
道
課

下水道料金の収
納率向上

新規滞納者が増加傾向にある。
高額滞納者の解消の必要がある。

委託した民間業者と連携し、未収金
の回収率を向上させる。
未収金発生後の電話、文書による
早期の督促対応を実施する。
佐久市債権管理条例等に基づき、
未収金の削減を図る。

・健全な財政運営の実現
・負担の公平性の確保

計
画

H24 ○ → ○ → ○

6期分を合算納付できる催告書
をコンビニ払可能にした。
また、コンビニ払い利用者が増加
している一方、金融機関・窓口の
利用者が減少しており、地域や状
況に応じて多様な支払方法があ
ることを周知することにより、より確
実な徴収に努めた。

-

・催告書の発送回数を増やした。
・滞納処分を実施した。
・委託業者と連携し滞納整理を
行った。

-

・滞納処分を実施した。
・催告書について、一斉催告及び
随時催告を実施していたが、年6
回定期的発送に改めたことで、一
定の効果が認められた。

-
・滞納処分を実施した。
・催告書について、年6回定期的
に発送した。

-

・滞納処分を実施した。
・催告書について、年6回定期的
に発送した。
・利便性の向上及び非接触納付
による感染予防のためスマートフォ
ン決済を導入した。

-

委託先の民間業者と連携し、定
期的な催告書、財産調査予告書
及び差押予告書を送付した。差
押も実施し、収納率が向上した。
（現年使用料　H29：97.2%→R2：
97.6%）
また、スマートフォン決済が令和3年
11月より導入となり、納付の利便
性が向上した。

- C

引き続き、未収金の
削減に努め、下水道
料金の収納率の向上
に努める。

終
了
④

3



○ 佐久市行政改革行動計画（平成２９年度～令和３年度）

行　動　内　容

備考
継続性
評価

第四次大綱該
当区分

次期計画
の方向性5年間の実績による成果

5年間の財政
効果額
（千円）

令和2年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

№

基
本
視
点

主
要
事
項

取
組
事
項

分
類

（
※
１

）

R2 R3

効　果
（「事業面：何が、どのように、

なるのか」
　「コスト面：財政効果等」）

区
分

（
※
２

）

実施予定（※３）

（何のため、何を、どう、改革するか） H29

課　名 項　目　名 経過や課題

取
組
開
始
年
度

H30 R1

財政
効果額
（千円）

平成30年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

令和元年度実施項目
（具体的に実施した事項）

平成29年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

令和3年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

20 2 1 3
継
続

医
事
政
策
課

浅
間
総
合
病
院

医業未収金の削
減

大口の未払い患者、長期にわたり
支払いをしない患者、居所不明者
等の過年度未収金の削減。
新たな未収金発生防止のため現
年度医療費の早期回収が必要。

未収金発生防止＆回収マニュアルに
基づき、未収金の削減を図る。
法律事務所と連携し、過年度医業
未収金の回収率を向上させる。
未収金発生後の電話、文書による
早期の督促対応を実施する。

・健全な病院経営の実現
・負担の公平性の確保

計
画

H24 → → ● ○ →

未収金発生防止＆回収マニュア
ルに基づき、現年度未収金の発
生防止に努めた。
長期的に支払いがない患者の未
収金の回収を法律事務所に委
託し、支払督促の申立てを行っ
た。

-

・SMS（ショートメッセージサービス）
による催告を実施したところ、今ま
で反応のなかった患者から返信が
あり、入金につながるケースがあっ
た。
・医療費あと払いについて検証し
たところ、健診等納付書払いの取
り扱いが難しく、またあと払い利用
後の領収書を郵送する必要があ
る等、事務の軽減につながらない
ため導入を見送った。

-

・未収金発生防止＆回収マニュ
アルに基づき、現年度の未収金
削減を図った。
・未収金発生後の電話、SMS、
文書による早期の督促対応を実
施した。
・悪質な未納患者については、令
和元年度に国から発出された通
知も参考にする中、診療について
制限を行う方向の検討に着手し
た。

-

・未収金発生防止＆回収マニュ
アルに基づき、現年度の未収金
削減を図った。
・法律事務所と連携し、過年度
医業未収金の回収率を向上さ
せ、未収金発生後の電話、ＳＭ
Ｓ、文書による早期の督促対応を
実施した。
・悪質未納患者の増加を抑制す
るため、受診制限の基準を設ける
等の検討を行った。

-

・未収金発生防止＆回収マニュ
アルに基づき、現年度の未収金
削減を図った。
・法律事務所と連携し、過年度
医業未収金の回収率を向上さ
せ、未収金発生後の電話、ＳＭ
Ｓ、文書による早期の督促対応を
実施した。
・悪質未納患者の増加を抑制す
るため、受診制限の基準を設ける
等の検討を行った。

-

・未収金発生防止＆回収マニュア
ルに基づき、現年度の未収金削減
を図った。
・法律事務所と連携し、過年度医
業未収金の回収率を向上させ、
未収金発生後の電話、ＳＭＳ、文
書による早期の督促対応を実施し
た。
・悪質未収患者に対しての受診制
限の基準を検討した。

- C

引き続きマニュアルに
基づき現年度未収削
減を図るとともに、法
律事務所との連携、
ＳＭＳの活用等過年
度未収についても削
減を図る。

終
了
④

21 2 1 4
継
続

企
画
課

新たな自主財源
の確保

厳しい経済状況の中、市税等によ
る自主財源の確保に加え、新たな
自主財源の確保を検討していく必
要がある。

広告事業など様々な手法により、新
たな自主財源の確保に努める。

・健全な財政運営の実現
・地域経済の活性化

計
画

H24 → → → → →

ネーミングライツについて、対象施
設や募集方法なども含めて検証
し、必要な改善について検討し
た。

-

体育施設におけるネーミングライツ
について、募集方法や条件など、
他市町村の状況について調査
し、検討した。

-
自主財源の確保に関する様々な
手法の先進事例等について、情
報収集し、検討を進めた。

-
自主財源の確保に関する様々な
手法の先進事例等について、情
報収集し、検討を進めた。

-

自主財源の確保に関する様々な
手法の先進事例等について情報
収集するとともに、クラウドファウン
ディングやふるさと納税による自主
財源の確保を図った。

-
自主財源の確保に関する様々な
手法の先進事例等について、情報
収集し、検討を進めた。

- D
継
続

3-1-(2)

22 2 1 4

外
部
評
価

商
工
振
興
課

企業誘致の推進

市内への企業誘致を推進し、雇用
の創出と地域経済の活性化によ
り、自立した財政基盤を確立する
必要がある。
（H27外部評価）

首都圏に配置した産業立地推進員
による企業訪問を中心に、長野県や
金融機関、大手ゼネコンなどとも連携
を図り、企業の立地動向等の情報収
集に努め、官民一体となった企業誘
致活動を積極的に展開していく。

・地域経済の活性化
・雇用の創出
・健全な財政基盤の確立

計
画

H29 ○ ● ○ → →

現在、市内工業団地の空きがな
いなかで、佐久臼田インターチェン
ジ周辺に新たな工業団地を整備
する方針を定めた。
また、空き工場や民有地等を企
業に紹介するなど、積極的な企
業誘致活動に取り組んだ。

-

佐久臼田インターチェンジ周辺の
工業団地予定地の地権者との協
議を進めた。
また、空き工場や民有地等を企
業に紹介するなど、産業立地推
進員と連携し、積極的な企業誘
致活動に取り組んだ。

-

・佐久臼田インター工業団地の整
備を推進した。
・産業立地推進員と連携し、積
極的な企業誘致に取り組んだ。
・中京圏で関心を示す企業が少
なく、成果に乏しいため、中京圏
の産業立地推進員を廃止した。

3,491

・佐久臼田インター工業団地の造
成工事を実施し、用地整備を推
進した。
・産業立地推進員等と連携し、
工業団地への企業誘致に取り組
んだ。

-

・新たな工業団地の整備に向け、
事業用地の検討を進めた。
・企業誘致に資する用地につい
て、民有地を含め情報把握を行っ
た。

-
佐久臼田インター工業団地の造
成により、新たな企業誘致が実現
した。

- B
新たな工業団地造成
に向け、検討を進め
る。

継
続

3-1-(2)

23 2 1 5
継
続

下
水
道
課

下水道使用料の
適正化

健全経営を維持するため、今後の
人口減少に伴う収入減少や、施設
老朽化に伴う更新費用の増加を考
慮した、使用料の適正化を検討す
る必要がある。

次世代に負担をかけないためにも、必
要に応じて使用料体系を検討し、将
来の大規模更新工事費用に備えた
積立金を確保する。

・下水道事業の健全経営の
実現
・使用料と公費負担の適正
化

計
画

H24 → → ○ → → 28年度に策定した佐久市下水道
経営戦略を基に検証を行った。

-

・消費税の税率変更に向け、使
用料改定の検討を行った。
・積立金の確保を図り、施設等の
更新に備えた。

-
消費税の税率変更に伴い、条例
の改正を行い、消費税を使用料
等へ適正に転嫁した。

- ・経営状況に応じた建設改良積
立金の確保を図った。

- ・経営状況に応じた建設改良積
立金の確保を図った。

-

消費税率変更に合わせて適正な
使用料について検討し、改定を
行った。
建設改良積立金については災害
復旧等により積立より取崩しが多
い年度もあったが、令和2年度末で
1億2,730万円を確保した。

- C

引き続き、下水道使
用料の適正化を検討
するとともに、積立金
の確保に努める。

終
了
②

24 2 1 5

一
部
変
更

企
画
課

使用料等の適正
化

消費税率改正の施設使用料等へ
転嫁を適正に行うとともに、公共施
設の総合的かつ計画的な管理実
現のため、使用料等の適正化を検
討する必要がある。

平成31年10月からの消費税率の改
正に合わせ、使用料等への転嫁を検
討し、使用料の改正を実施する。
また、その後、全庁の使用料等の状
況を把握しつつ、適正化に向けた見
直しを進めていく。

・公共施設等の総合的かつ
計画的な管理の実現
・負担の適正化

計
画

H24 → → ○ → →

使用料の適正化に向けた取り組
みについて、平成31年度における
消費税率改正に向け、検討を進
めた。

-

使用料の適正化に向けた取り組
みについて、平成31年度（2019年
度）における消費税率改正に合わ
せ、使用料等への適正な転嫁に
向け、検討した。

-
消費税の税率変更に伴い、条例
等の改正を行い、消費税を使用
料等へ適正に転嫁した。

-
公共施設の使用料等の状況を把
握し、適正化について検討を進め
た。

-
公共施設の使用料適正化につい
て、先進事例の調査等を行い、
検討を進めた。

-

消費税の税率変更に伴い、条例
等の改正を行い、消費税を使用
料等へ適正に転嫁した。
公共施設の使用料適正化につい
て、先進事例の調査等を行い、検
討を進めた。

- C
終
了
②

25 2 2 1
継
続

危
機
管
理
課

消防団組織の再
編成

非常備消防力の強化
地域の実状に応じた消防団活動の
維持

地域の現状や、過疎化・サラリーマン
化を勘案しながら、消防団の班統合
や再編成を図る。

・事務事業の効率化
計
画

H20 → → → → →

消防団全分団（２３分団）と、可
搬ポンプの統合や警鐘楼の解体
等施設の再編成について、話し
合いを行い、班の統合も含めた組
織の再編成についての理解を図っ
た。

-

消防団の各種事業（幹部会議、
ポンプ操法大会、林野火災等の
各種訓練）の今後のあり方につい
て、方面隊長以上幹部（団長、
副団長、方面隊長）と協議をし、
行事等の見直しを行い、消防団
員の負担を軽減し、事業の円滑
化を図った。

-

消防団員の減少に伴う地域防災
力の低下を防ぐため、班の統合等
による組織の再編成について検討
した。

-

消防団員の減少に伴う地域防災
力の低下を防ぐため、班の統合等
による組織の再編成について検討
した。

-

令和３年１２月までを目途に、地
域の実情に応じた消防団の班等
を統合し、組織の再編成を行っ
た。

-

引き続き、地域防災力の要である
消防団を維持するため、組織の再
編を図った。
〇H29：23分団、47部、164班
〇R4：23分団、46部、142班

- B
継
続

1-1-(3)

26 2 2 1

外
部
評
価

健
康
づ
く
り
推
進
課

保健事業の推進

保健予防の観点から、健（検）診
受診率の向上などの保健事業の
推進を図る必要がある。
（H24外部評価）

国民健康保険の保険者として、医療
費の抑制につながる保健予防におい
て、要となる「特定健診の受診率の
向上」に努める。
また、健康長寿を実現するため、市
民全体の健康に対する関心を高める
とともに、保健事業の重要性について
も理解が深まるよう、先進事例等を
参考に、より効果的な周知方法につ
いて研究し、改善を図る。

・健康長寿の実現
・国保会計への負担の軽減

計
画

H29 ● ○ → ○ →

・特定健診受診率向上のため、地域集
団健診・車検診の受診について、スマー
トフォンや携帯電話での電子申請による
申込みを可能とした。
・納税相談会場で、健診の受診勧奨を
実施した。
・若い年代からの健診の習慣化を目的
に、がん検診無料クーポン券配布対象
者に対し徹底した受診勧奨を行った。
・壮年期からの歯周病予防の強化を図
るため、地域集団検診会場で実施する
歯周病検診の自己負担金を無料とし
た。

-

・特定健診受診率向上のため、
納税相談会場や健康に関連する
行事等で、健診の受診勧奨を実
施した。
・集団健診申込者に対し調査を
行い、継続受診を促した。
・健康診査（基本7項目）の受診
料金無料対象年齢に、30年度
35歳となる全ての市民の方を追
加した。また、受診者を増やすた
め、歯周病検診の自己負担金を
引き続き無料とした。

-

・特定健診受診率向上のため、
就学前健診や納税相談会場、ま
た健康に関連する行事等で、健
診の受診勧奨を実施した。
・集団健診前年受診者で未受診
の方へ継続受診を促した。
・35歳の市民、40・45・50・55・60
歳の国保加入者の健康診査（基
本7項目）の受診料金を無料とし
た。また、35歳以上の市民を対象
とした無料の歯周病（義歯）検診
を実施した。

-

・新型コロナウイルス感染症の感染状況
を踏まえ、就学前健診会場での受診勧
奨の実施方法を、例年と変えて実施す
るとともに、納税相談会場及び健康に関
連する行事等での健診の受診勧奨を中
止した。
・集団健診前年受診者で未受診の方
へ継続受診を促した。
・35歳の市民、40歳以上の国保加入
者、75歳以上の市民の健康診査（基本
7項目）の受診料金自己負担額を無料
とした。また、36歳から39歳の市民の健
康診査（基本7項目）の受診料金自己
負担額を減額し、受診しやすい環境を
整備した。

-

・特定健診未受診者を対象に、
人工知能（ＡＩ）を活用した受診勧
奨を行い各個人の行動変容を促
した。
・マイナンバーを活用した健（検）
診結果情報の電子化を整備を
行った。

-

・地域集団健診・車検診の受診につい
て、電子申請による申込みを行った。
・健康診査（基本７項目）の受診料金自
己負担額を無料及び減額し、受診しや
すい環境整備を行った。
・特定健診未受診者を対象に人工知能
（ＡＩ）を活用し、各個人の行動変容を効
果的に促す受診勧奨を行った。
・医療機関通院者に対し、各医療機関と
連携した受診勧奨を行った。
　また、職場等で特定健診を受診してお
り、市で結果把握が未達の者に対し、結
果書の提出依頼を行った。
・マイナンバーを活用した健（検）診結果
情報の電子化に伴う整備を行った。

B

　特定健診受診率向上
に向け、特定健診未受診
者層への介入として、各
医療機関等の関係団体
と連携し、受診勧奨を進
めいていく。
　また、受診料金自己負
担額の無料及び軽減事
業について効果的な周知
方法を検討及び実施す
る。

継

続 3-2-(1)

28 2 2 1
継
続

下
水
道
課

下水道使用料関
連事務に関する
佐久水道企業団
との連携の促進

水道、下水道の賦課徴収業務に
ついては、共通点が多く、業務の効
率化の観点からも、連携を図り、共
同事業化を推進する必要がある。

現在、賦課業務については、佐久水
道企業団が収集した使用量を下水
道でも利用している。
また、徴収業務については、佐久水
道企業団は職員対応、下水道では
外部委託している。
より効率的な賦課徴収業務を行うた
め、共通点が多い賦課徴収業務の
共同事業化の検討を進める。

・事務事業の効率化
計
画

H19 → → → → → 将来的に共同委託できるか、佐
久水道企業団と交渉を行った。

-
共同委託、滞納情報の共有の可
否について、佐久水道企業団と
協議を行った。

共同受託、滞納情報の共有の可
否について、佐久水道企業団と
引き続き交渉を続けた。

-
共同受託、滞納情報の共有の可
否について、佐久水道企業団と
引き続き交渉した。

-
共同受託、滞納情報の共有の可
否について、佐久水道企業団と
引き続き交渉した。

-
　徴収業務が職員対応と外部委
託と異なるなど課題があり、共同事
業化の検討まで進まなかった。

- E

平成19年度より取り
組んできたが、佐久水
道企業団側にメリット
が少なく、当課におい
ても徴収業務を民間
委託しており、共同化
に伴う事務量とメリット
に費用対効果が少な
いため終了とする。

終
了
③

29 2 2 1
継
続

経
済
建
設
環
境
係

望
月
支
所

財産区の運営方
法の統一

財産区議会での承認、各条例・規
則の改正

財産区の運営方法を市内の各財産
区と統一するよう調整を図る。

・事務事業の効率化
計
画

H18 → → → ◎
運営方法について、検討を行って
おり、現状を踏まえ調整検討を進
めた。

-
全員協議会などを開催し、運営
委員及び議員と協議を進めた。

- 全員協議会などを開催し、議員
と協議を進めた。

-

春日財産区の運営方法につい
て、財産区議員に対し、具体的
な改正スケジュールを示し、本年
度中に各種条例及び規則の改
正を行った。

-
条例・規則の廃止が本年9月25
日となっており、以降運営委員会
に関する経費が削減された。

610

運営委員会の廃止ついて財産区
議会で説明と協議を重ね、他の財
産区と運営方法を統一することが
出来た。

610 A
終
了
①

30 2 2 1

一
部
変
更

学
校
給
食
課

給食事業のあり
方の検討

安心・安全とともに、食育の一環と
しての給食の充実と効率化を図る
ため、給食事業のあり方について見
直していく必要がある。

安心・安全な給食を提供するために、
施設等の適切な管理と効率的な運
営に取り組むとともに、児童生徒及び
保護者への食育を推進し、食への理
解や食生活の向上が可能となる給食
事業のあり方の検討を進める。

・食育の推進
・市民サービスの向上
・経費の節減

計
画

H24 → → ● ○ →

・学校給食応援団からの地元で
採れた安心安全な食材を利用し
た食育を推進した。
・センター施設見学・給食試食会
を実施した。
・アレルギー対応食提供事業の医
師指示書の様式を統一した。
・民間活力の導入、配食体制の
効率化について検討した。

-

・新たな学校給食臼田センター改
築事業に係る基本設計業務を
行った。
・学校給食応援団からの地元で
採れた安心安全な食材を利用し
た食育を推進した。
・センター施設見学・給食試食会
を実施した。
・民間活力の導入、配食体制の
効率化について情報収集をした。

-

・学校給食臼田センター改築事
業に係る実施設計を行った。
・学校給食応援団からの地元食
材を利用した給食の提供及びこ
れらを通した食育を推進した。
・給食センターの施設見学や給食
試食会を実施した。
・給食業務の一部民間委託、効
率化について、先進事例の視察
を行うなど検討を進めた。

-

・学校給食臼田センター改築事
業に係る実施設計を行った。
・学校給食応援団からの地元食
材を利用した給食の提供及びこ
れらを通した食育を推進した。
・調理業務の民間委託について、
先行実施の自治体例を参考にす
るなど検討を進めると共に、取組
を一段と進めるため、期間を定め
て事前検証を行った。

-

・学校給食臼田センター改築事
業の工事に着手した。
・学校給食応援団からの地元食
材を利用した給食の提供及びこ
れらを通した食育を推進した。
・調理業務の民間委託について、
先進事例の視察、サウンディング
型市場調査、パブリックコメントを
実施し、方向性決定のための検
討を進めた。

-

・学校給食臼田センター建設事業
の基本設計、実施設計を行い、工
事に着手した。
・学校給食応援団からの地元食
材を利用した給食を提供し、これら
を通した食育を推進した。
・調理業務の民間委託について、
先進事例の視察、サウンディング型
市場調査、パブリックコメントを実施
し、方向性決定のための検討を進
めた。

- B
継
続

1-2-(1)

新しいデマンド交通に
ついて、令和5年度か
らの本格運行に向
け、利便性の向上を
図るための実証運行
を引き続き実施する。

B

・利用状況に応じ、公共交通の
運行経路やダイヤ等の見直しを
行った。
・地域ごとに最適な公共交通を検
討するため住民とのコミュニケーショ
ンを図った。
・デマンド交通の利便性向上に向
け、予約・運行システムなどの実
証運行を開始した。
・デマンド交通の利用者にアンケー
トなどを行い、改善点の把握に努
めた。
・佐久市地域公共交通計画の策
定に向けたデータ収集を進めた。

- 3-2-(1)
継
続

・利用状況に応じ、公共交通の
運行経路やダイヤの見直しを行っ
た。
・利用者アンケート調査や市民ア
ンケート調査を行い、改善点の把
握に努めた。
・佐久広域圏内の市町村間にま
たがる公共交通体系を維持する
ため、必要な検討を進めた。
・バスのラッピングや体験イベントな
ど公共交通の利用促進、PRを実
施した。
・地域ごとの公共交通を記載した
地域版時刻表の作成・配布を
行った。

-

令和３年度において、市内循環バ
スの廃止や新しいデマンド交通の
実証運行の実施により、公共交通
の大改革に着手した。
また、新たな課題や改善点等を把
握するための利用者アンケートや市
民アンケートを実施した。

-

・利用状況に応じ、公共交通の
運行経路やダイヤ等の見直しを
行った。
・公共交通に対する利用者や市
民アンケートなどの調査を行い、
改善点の把握に努めた。
・佐久広域圏内の市町村間にま
たがる公共交通体系を維持する
ため、必要な検討を進めた。
・デマンド交通の利便性向上に向
けた予約・運行システムの検討を
進めた。
・佐久市地域公共交通網形成
計画見直しに向けたデータ収集を
進めた。

-

・再編する公共交通の運行経路
やダイヤの設計を行った。
・時刻表を印刷し、市民へ全戸
配布を行い、周知した。
・10月より再編した公共交通体
系での試験運行を開始した。
・運行後、利用者アンケート調査
や市民アンケート調査を行い、改
善点の把握に努めた。
・佐久広域圏内の市町村間にま
たがる公共交通体系の維持する
ため、必要な検討を進めた。

-

・利用状況に応じ、公共交通の
運行経路やダイヤ等の見直しを
行った。
・バス路線の廃止、減便に対し代
替交通を整備し、交通網の維持
に努めた。
・利用者アンケート調査や市民ア
ンケート調査を行い、改善点の把
握に努めた。
・佐久広域圏内の市町村間にま
たがる公共交通体系を維持する
ため、必要な検討を進めた。
・公共交通の利用促進につながる
イベントを企画・実施した。
・地域ごとに最適な公共交通を検
討する協議体の設立を促進し
た。

-27

・平成29年3月に策定した佐久市地
域公共交通網形成計画に基づき、
まちづくりや観光等と連携した公共交
通体系の再編を行う。
再編後、試験運行として開始し、市
民の日常生活における移動手段の
確保を最優先に、評価・検証を行
い、随時改善を行う。

・人口減少や少子高齢化等の社
会情勢の変化に対応しつつ、市民
の日常生活における移動手段の確
保を最優先に、評価・検証を行い、
随時改善を行う必要がある。
・長期的には、佐久広域圏全体で
公共交通の総合的な見直しも考え
ていく必要がある。

公共交通体系の
再編

生
活
環
境
課

一
部
変
更

2 2 →●○○1 →
計
画

・将来にわたって持続可能な
公共交通体系の実現
・利用する人にあわせた公共
交通体系の実現
・地域の活性化
・利用者数の増加
・利用者満足度の向上
・運賃収入の増加による収
支率の改善
・佐久広域連携の強化

H18

4



○ 佐久市行政改革行動計画（平成２９年度～令和３年度）

行　動　内　容

備考
継続性
評価

第四次大綱該
当区分

次期計画
の方向性5年間の実績による成果

5年間の財政
効果額
（千円）

令和2年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

№

基
本
視
点

主
要
事
項

取
組
事
項

分
類

（
※
１

）

R2 R3

効　果
（「事業面：何が、どのように、

なるのか」
　「コスト面：財政効果等」）

区
分

（
※
２

）

実施予定（※３）

（何のため、何を、どう、改革するか） H29

課　名 項　目　名 経過や課題

取
組
開
始
年
度

H30 R1

財政
効果額
（千円）

平成30年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

令和元年度実施項目
（具体的に実施した事項）

平成29年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

令和3年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

31 2 2 1
新
規

中
央
図
書
館

セカンドブック事業
の実施

ﾌﾞｯｸスタート事業により、乳幼児と
絵本との出会いを実現させている
が、3歳児（人生において最も絵本
やお話を楽しむことができる大切な
時期）という重要な時期に、年齢に
あった絵本を贈呈することで、すすん
で読書する習慣形成等の一助を
担う必要がある。（教育的効果が
非常に高い）

行動範囲が広がり、心と言葉が大きく
育つ時期である３歳児を対象に、図
書館へ来館しての受領を基本に絵本
の贈呈を行い、図書館通いの楽しさ
を覚えていただき、親子で絵本を楽し
むことを通じた読書習慣の形成、子
育て支援としての場の創造を図る。

・住民サービスの向上
・生涯の読書習慣の形成
・子育て支援
・コスモスプランに直結した教
育効果

達
成
・
終
了

H29 ◎ → → → →

・市民全体へ広報等を通じ周知
（PR)するとともに、該当者へは、ダ
イレクトメールにより案内を行った。
・親子で直接図書館に足を運
び、おはなし会に参加したあと受
領することを基本とした方法で贈
呈した。
平成29年8月より事業開始
対象者　788人　受領者　594人
受領率75％

・市民全体へ広報等を通じ周知
（PR)するとともに、該当者へは、ダ
イレクトメールにより案内を行った。
・親子で直接図書館に足を運
び、おはなし会に参加したあと受
領することを基本とした方法で贈
呈した。
・受領のしていない保護者には、
受領を促すための通知を行った。
対象者　813人　受領者　544人
受領率　67％

-

・市民全体へ広報等を通じ周知
（PR)するとともに、該当者へは、ダ
イレクトメールにより案内を行った。
・親子で直接図書館に足を運
び、おはなし会に参加したあと受
領することを基本とした方法で贈
呈した。
・受領のしていない保護者には、
受領を促すための通知を行った。
対象者　767人　受領者　555人
受領率　73％

-

・市民全体へ広報等を通じ周知
（PR)するとともに、該当者へは、ダ
イレクトメールにより案内を行った。
・親子で直接図書館に足を運び、
おはなし会に参加したあと受領す
ることを基本とした方法で贈呈し
た。
・受領のしていない保護者には、
受領を促すための通知を行った。
対象者　797人　受領者　503人
受領率　63％

-

・市民全体へ広報等を通じ周知
（PR)するとともに、該当者へは、ダ
イレクトメールにより案内を行う。
・親子で直接図書館に足を運び、
おはなし会に参加したあと受領す
ることを基本とする方法で贈呈。
・受領のしていない保護者には、
受領を促すための通知を行った。
対象者　714人　受領者　391人
受領率　55％

-

　セカンドブックの受領率は、導入
年度の平成29年度で75％、平成
30年度67％、令和元年度 73％、
令和2年度　63％、R3年度
55％。（受領率算出については、
対象年度の翌年度までの2年間を
受領期間としているため、翌年度
末をもって確定となる。）
　未受領者には再通知し受領を
促しているが、令和2年度はコロナ
ウイルス感染症によりイベントができ
ず受領する機会の提供も少なかっ
た。

- A

他所管が実施してい
る事業においてPRす
るなど、事業周知の
工夫が必要である。

終
了
①

32 2 2 2
継
続

企
画
課

補助金の現状把
握と見直し

平成19年度に実施した補助金等
の見直しについて、進捗状況や新
たに設定された補助金等も把握、
分析し、見直していく必要がある。

市の補助金等の現状を把握するとと
もに、施策展開における課題などの
検証を行い、見直し方針を改定し、
その後、見直し実施についての進捗
管理を進める。

・経費の節減
・適正な補助

計
画

H18 → ○ → ○ ◎

前回の補助金等の見直しを再度
検証し、現時点における補助金
等の制度の課題等と効果的な見
直し方法について、検討を進め
た。
事務事業評価の一環として、補
助金について検証可能な形を検
討した。

-

前回の補助金等の見直しを再度
検証し、現時点における課題等と
効果的な見直し方法について、
検討を進めた。
行政評価の一環として、補助金
等を評価の対象とすることについて
庁内合意を得た。
庁内合意を得た検証方法によ
り、補助金等について現状を把握
した。

-
・平成３０年度に試行的に実施し
た取組を総括し、課題の抽出と
対応等について検討を進めた。

-

補助金の見直しについて、事業効
果を評価する仕組みの導入及び
ゼロベースから見直す機会の確保
等の視点を加えて、制度設計を
行い、令和３年度の本格導入に
向けて、試行的に運用した。

-

補助金の見直しについて、新たに
構築した評価の仕組みに基づき、
外部評価を行うと共に終期を定め
るなど、本格運用を開始した。
令和3年度においては、15件の補
助金等について外部評価を実施
するとともに、終期設定が必要な
補助金等について、終期設定を
行った。

-

補助金の見直しについて、新たに
構築した評価の仕組みに基づき、
外部評価を行うと共に終期を定め
るなど、本格運用を開始した。

- B

令和8年度までに、全
ての対象補助金等に
ついて、外部評価を
実施する。

継
続

3-2-(2)

33 2 2 2
継
続

人
権
同
和
課

部落解放運動団
体活動補助金の
見直し

部落解放運動団体との協議が必
要である。

部落解放運動団体への活動補助金
について、活動内容の精査を行い、
補助内容、補助金額の見直しを図
る。

・経費の節減
計
画

H18 → → → → →

部落解放運動団体への活動補
助金について、活動内容の精査
を行い、補助内容、補助金額の
見直しを行った。

1,500

部落解放運動団体への活動補
助金について、活動内容の精査
を行い、補助内容、補助金額の
見直しを行った。

-

部落解放運動団体への活動補
助金について、活動内容の精査
を行い、相談事業の追加等、補
助内容の見直しを進めた。

-

部落解放運動団体への活動補
助金について、活動内容を精査
する中で、補助内容の見直しにつ
いて検討を進めた。

-

部落解放運動団体への活動補
助金について、活動内容を精査
する中で、補助内容の見直しにつ
いて検討を進めた。

-

部落解放運動団体への活動補助
金について、活動内容の精査を行
い、補助内容、補助金額の見直し
を行った。

- B
終
了
④

34 2 2 2
継
続

福
祉
課

社会福祉協議会
運営費補助金の
見直し

平成17年度に国の要請により策定
された集中改革プランにより、定員
管理による職員数の削減が進めら
れたことに合わせ、社会福祉協議
会の人件費を主な補助対象とする
当該補助金の見直しの必要があ
る。

社会福祉協議会による福祉サービス
の安定した提供には、市からの継続
的な支援が不可欠である。
ただし、福祉サービスには他の民間団
体が参入している背景も踏まえ、補
助対象や、補助金額等についての適
正化を図るとともに、合わせて市からの
委託事業、他の補助事業等も含め、
総体的な見直しを検討する。

・市民サービスの向上
・経費節減

計
画

H25 → → → → →
職員増減の動向や事業運営の
状況を見ながら、人件費に対する
補助率の見直しを検討した。

-

社会福祉協議会による福祉サー
ビスの安定した提供のため、総体
的な事業改善方針の検討、健全
化計画策定の支援を行った。

-

社会福祉協議会による福祉サー
ビスの安定した提供のため、総体
的な事業改善方針の検討、健全
化計画策定を目指した。

-

社会福祉協議会による福祉サー
ビスの安定した提供のため、発展・
強化（改善）計画の策定を行っ
た。

-

発展・強化（改善）計画に基づ
き、経営の改善と事業の見直しを
図るとともに、補助金の見直しを
行った。

-

社会福祉協議会による福祉サービ
スの安定した提供のため、発展・強
化（改善）計画の策定を行い、本
計画に基づき、経営の改善と事業
の見直しに着手した。

- B

引き続き、発展・強
化（改選）計画に基づ
き、経営の改善と事
業の見直しを図るとと
もに、補助金の見直
しを行っていく。

終
了
④

35 2 2 2

一
部
変
更

商
工
振
興
課

商工団体への支
援の見直し

商工団体のあり方について、各団
体と協議、検討するとともに、補助
対象や成果指標の設定などの支
援内容を見直す必要がある。

商工団体のあり方について、各団体と
協議、検討を進めるとともに、団体に
対する補助金等についての見直しも
進める。
また、運営費補助から事業費補助へ
の転換や、成果指標の設定など補助
金の改善を検討する。

・補助等の適正化
・事務事業の効率化

計
画

H18 → → → → →

商工団体のあり方について検討を
図った。
佐久商工会議所へ業務委託を
行っている工業振興アドバイス事
業について、委託料の見直しを
行った。

-
商工団体のあり方について、協議
を進めながら、補助対象や支援に
ついて検討を図った。

-

商工団体のあり方について、引き
続き関係者と協議を進め、補助
対象や支援について検討を図っ
た。

-

商工団体のあり方について、引き
続き関係者と協議を進め、補助
対象や支援について検討を図っ
た。

-

商工団体のあり方について、引き
続き関係者と協議を進め、他市
の先進事例等を参考に、補助対
象や支援について検討を進め、適
正化を図った。

-

合併時からの継続されていた補助
金額の上限などの見直しについて
実施計画等に提出を行った。
査定外となったが、引き続き、公正
な商工団体への支援について検討
する。

- D
終
了
④

36 2 2 2
継
続

商
工
振
興
課

地場産業振興事
業補助金の見直
し

補助金の具体的な成果の検証方
法の設定が必要である。

対象経費・限度額等を明確化すると
ともに、適正な補助運営を図る。

・補助等の適正化
計
画

H24 → → → → →
現状、要綱や規則が定められてい
ないため、規則への追加等、関係
者と協議を進めた。

-
規則への追加等、関係者と協議
を進めるとともに、成果の検証につ
いても検討を進めた。

-
規則への明記等、関係者との協
議を進め、成果検証について、検
討を進めた。

-
規則への明記等、関係者との協
議を進め、成果検証について、検
討を進めた。

-

規則への明記等、関係者との協
議を進め、成果検証から、事業の
あり方について見直しを含めた適
正化を図った。

-

令和３年度の外部評価により、実
施方法について民間委託等も含め
た手法等の見直しとの評価をいた
だいたことから、引き続き先進事例
等から実現可能な物産振興の実
施方法の研究を進める。

- D
終
了
④

37 2 2 2
継
続

商
工
振
興
課

商店街環境施設
整備事業補助金
の見直し

補助金の具体的な成果の検証方
法の設定が必要である。

対象経費・限度額等を明確化すると
ともに、適正な補助運営を図る。

・補助等の適正化
計
画

H24 → → → → →
事業実施後に、美化や誘客につ
ながっているかなど、成果について
も検証を行うよう、検討を進めた。

-
事業実施後に、成果についてどの
ように検証を行うか検討を進めた。

-
補助の内容について、精査すると
ともに、成果検証について、検討
を進めた。

-
補助の内容について、精査すると
ともに、成果検証について、検討を
進めた。

-
補助の内容について、精査すると
ともに、成果検証を進め、適正化
を図った。

-

商店街環境施設整備事業補助
金でＬＥＤ化に際し多く活用されて
いる街路灯も、商店街の弱体化に
より維持が困難となっている。当該
補助金もそのような時代の変化を
踏まえ、改善が必要なため、必要
な検討を続ける。

- D
終
了
④

38 2 2 2
継
続

文
化
振
興
課

臼田文化協会補
助金の見直し

臼田文化協会に補助金廃止の理
解を得ること。

臼田文化協会の活動が広がり、補助
金を必要としない団体となるよう支援
する。

・補助等の適正化
計
画

H24 → → → → →

臼田文化協会の運営状況・事業
計画を調査し、支援の方法につ
いて事務局レベルで話し合いを実
施した。

-

臼田文化協会の運営状況・事業
計画に基づき、支援の方法を引
き続き事務局で協議するととも
に、臼田文化協会の関係者とも
協議を行った。

-
臼田文化協会の運営状況・事業
計画を基に、事務局で適当な支
援方法を引き続き協議した。

-

臼田文化協会の運営状況・事業
計画に基づき、補助金に代わる適
当な支援方法の有無も含めて検
討した。

-

臼田文化協会の運営状況・事業
計画に基づき、補助金に代わる支
援方法の有無も含め引続き協議
した。

-

これまで協会とは補助金支援につ
いて、協議を重ねてきたが結論に
至っていない。
加えて、R2年度からはコロナ禍や
会員の高齢化などにより、協会の
活動状況が変化しており、協議が
進んでいない。

- D
臼田文化協会とは今
後も必要に応じ協議
を行う。

終
了
④

39 2 2 3
継
続

企
画
課

外郭団体の自立
した運営への移行
に向けた見直し

外郭団体は、より自立した経営主
体となっていくことが求められる。

公社等の外郭団体への職員派遣、
事務局事務、補助金・交付金の支
給についての見直しを推進する。

・外郭団体の自立した運営
への移行

計
画

H24 → → → → →

他の先進自治体における外部団
体の見直しの手法を参考に、外
部団体の自立と地方公共団体と
しての関わり方について検討を進
めた。

-

他の先進自治体における外部団
体の見直しの手法を参考に、外
部団体の自立と地方公共団体と
しての関わり方について検討した。

-

他の先進自治体における外部団
体の見直しの手法を参考に、外
部団体の自立と地方公共団体と
しての関わり方について検討を進
めた。

-

他の先進自治体における外部団
体の見直しの手法を参考に、外
部団体の自立と地方公共団体と
しての関わり方について検討を進
めた。

-

他の先進自治体における外部団
体の見直しの手法を参考に、外
部団体の自立と地方公共団体と
しての関わり方について検討を進
めた。

-

他の先進自治体における外部団
体の見直しの手法を参考に、外部
団体の自立と地方公共団体として
の関わり方について検討を進めた。

- D

引き続き、他の先進
自治体における外部
団体の見直しの手法
を参考に、外部団体
の自立と地方公共団
体としての関わり方に
ついて検討を進めてい
く。また、補助金等を
支給している団体につ
いては、令和8年度ま
でに補助金の外部評
価を実施する。

継
続

3-2-(3)

40 2 2 3
新
規

企
画
課

土地開発公社の
見直し

土地の先行取得等、市の開発事
業に活用されてきた土地開発公社
であるが、状況の変化により、そのあ
り方について見直す必要がある。

他市の先進事例等を研究し、土地
開発公社の今後のあり方についての
方向性を検討する。

・外部団体の自立

達
成
・
終
了

H29 ◎

他市の事例等を収集しながら、土
地開発公社のあり方について、検
証した。
現在の職員体制で業務を継続
し、プロパー職員の退職に合わせ
て再度あり方を見直すことで庁内
合意を得た。

-

現在の職員体制で業務を継続
し、プロパー職員の退職に合わせて
再度あり方を見直すことで庁内合
意を得た。

- A -

終
了
①

41 2 3 1
継
続

企
画
課

民間委託の推進

行政のスリム化及び地域の活性化
のため、民間が実施主体として実
施できる事業や、管理できる施設に
ついては、民間に委ねていく必要が
ある。

事務事業全般について、民間委託に
あたり、事業者が受託しやすいよう事
務の切り分けや委託期間の複数年
化、委託事務事業の集約等、より効
果的かつ効率的な委託を行う。

・事務事業の効率化
・経費の節減
・市民サービスの向上

計
画

H18 → → → ○ →

包括的民間委託など、業務の一
部を民間に委託する方式の導入
が他自治体では実施がされている
ことから、新たな民間委託につい
て、そのメリットデメリットについて、
先進事例から情報を収集した。

-

業務の一部または全部を民間に
委託する様々な方法が他自治体
では実施されていることから、新た
な民間委託について、そのメリット・
デメリット等、先進事例から情報
収集した。

-

業務の一部または全部を民間に
委託する様々な方法が他自治体
では実施がされていることから、担
当部局と連携し、新たな民間委
託について、先進地視察等による
情報収集を行い、具体的な検討
を進めた。

-

・業務の一部または全部を民間に
委託する様々な方法が他自治体
では実施がされていることから、担
当部局と連携し、先進事例の情
報収集を行った。
・取組を一段と進めるため、３業
務について、サウンディング型市場
調査を実施した。

-

・業務の一部または全部を民間に
委託する様々な方法が他自治体
では実施がされていることから、担
当部局と連携し、先進事例の情
報収集を行った。
・取組を一段と進めるため、対象
業務を選定の上、サウンディング
型市場調査を実施した。

-

宿直業務、学校給食調理業務、
保育所給食調理業務の3業務に
ついて、サウンディング型市場調査
を実施するとともに、宿直業務につ
いては、令和3年10月から、民間
委託を開始した。

- B
終
了
②

42 2 3 2
継
続

企
画
課

民営化の検討

民間委託から、民営化が可能な公
共サービスについて、先進的な事例
を参考にしつつ、導入についての検
討を進める必要がある。

民間が実施可能な公共サービスなど
について、サービスの向上や効率化の
実現を図るため、先進事例を参考に
導入を検討、推進する。

・事務事業の効率化
・経費の節減
・市民サービスの向上

計
画

H24 → → → ○ →
民営化に関する方針の作成資料
となる民間への譲渡など、民営化
の手法について情報を収集した。

-
民営化に関する方針の作成資料
となる民間への譲渡など、民営化
の手法について情報収集した。

-

民間譲渡など、民営化の手法に
ついて担当部局と連携し、先進
地視察等による情報収集を行
い、具体的な検討を進めた。

-

・民間譲渡など、民営化の手法に
ついて担当部局と連携し、先進事
例の情報収集を行った。
・取組を一段と進めるため、2施設
について、サウンディング型市場調
査を実施した。

-

・民間譲渡など、民営化の手法に
ついて担当部局と連携し、先進事
例の情報収集を行った。
・取組を一段と進めるため、対象
施設等を選定の上、サウンディン
グ型市場調査を実施した。

-

障害者就労継続支援施設「ワー
クハウス牧」、障害者支援施設「臼
田学園」の2施設について、サウン
ディング型市場調査を実施し、民
営化に向けた検討を行った。

- B
終
了
④

5



○ 佐久市行政改革行動計画（平成２９年度～令和３年度）

行　動　内　容

備考
継続性
評価

第四次大綱該
当区分

次期計画
の方向性5年間の実績による成果

5年間の財政
効果額
（千円）

令和2年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

№

基
本
視
点

主
要
事
項

取
組
事
項

分
類

（
※
１

）

R2 R3

効　果
（「事業面：何が、どのように、

なるのか」
　「コスト面：財政効果等」）

区
分

（
※
２

）

実施予定（※３）

（何のため、何を、どう、改革するか） H29

課　名 項　目　名 経過や課題

取
組
開
始
年
度

H30 R1

財政
効果額
（千円）

平成30年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

令和元年度実施項目
（具体的に実施した事項）

平成29年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

令和3年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

43 2 3 2
継
続

福
祉
課

佐久市障害福祉
サービス事業施設
の運営方法の見
直し

現在、佐久市障害福祉サービス事
業施設については、指定管理者制
度を導入し、障害福祉サービス事
業者により管理運営を実施してい
るが、国からの報酬により事業を実
施しているため、指定管理料は発
生していない。ただし、施設は市の
財産であるため、貸付・譲渡等の
方法による運営管理を検討していく
必要がある。

市の設置施設という事で、事業者に
よる施設の改修等の補助金請求につ
いては制約がある。施設開設当時の
状況等特殊な事情もあるが、それも
含め、施設の貸付・譲渡等の方法に
よる運営管理について検討していく。

・市民サービスの向上
・経費の節減

計
画

H24 → → ● ○ →

・障害福祉サービス事業所の運
営状況についての調査した。
・運営管理方法（貸付・譲渡等）
の先進事例研究・検討を行った。

-

・障害福祉サービス事業所の運
営状況について調査した。
・運営管理方法（貸付・譲渡等）
の先進事例研究・検討を行った。

-
運営管理方法（貸付・譲渡等）
の変更を見据えた話し合いの場を
設けた。

-

障害者就労継続支援施設「ワー
クハウス牧」の民間活用に向けた
サウンディング型市場調査を実施
した。

-

障害者就労継続支援施設「ワー
クハウス牧」のエアコン改修工事及
び不動産鑑定を実施した。
検討委員会を実施し、民間譲渡
又は貸付に向けて協議を行った。

-

他の先進自治体における手法を
参考に、指定管理施設の民間事
業者への譲渡又は貸付について検
討を進めた。

- B

障害者就労継続支
援施設「ワークハウス
牧」について、令和４
年度をもって用途廃
止し、民間事業者へ
譲渡又は貸付予定。
他の施設においても
順次検討する。

終
了
④

44 2 3 2

一
部
変
更

臼
田
学
園

臼田学園への民
間活力導入の検
討

障害福祉サービス事業は、制度利
用により事業を実施している民間
事業者も多く、サービスの向上や業
務の効率化のためにも、臼田学園
でも指定管理者制度などの民間
活力の導入を推進する必要があ
る。
ただし、知的障害者の入所施設を
運営できる事業者が限られているた
め、指定管理者を募集しても応募
者がいないことが予想される。

臼田学園の運営について、施設の譲
渡なども含めて、先進事例を研究し、
民間活力の導入についての検討を進
める。

・市民サービスの向上
・専門的なノウハウを持った法
人が運営することにより、より
充実した利用者支援を行う
ことができる。

計
画

H18 → → ○ ○ →

・事業運営可能な社会福祉法
人との情報交換をした。
・民営化の第一弾として、給食の
民間委託を現行の直営と比較検
証した。

-

・民間活力の導入について事業
運営可能な社会福祉法人との情
報交換を行った。
・給食の民間委託について現行の
直営との比較検証を行い、民間
委託への準備を進めた。

-

・臼田学園の運営管理について、
民間活力の導入についての検討
を進めた。
・給食調理業務の民間委託を１
０月より実施した。

165

・給食業務の民営化に続き、臼
田学園の管理運営について、取
組を一段と進めるため、期間を定
めて事前検証を行った。

1,039
事前検証結果を基に、施設規模
等の適正化を図るため、期間を定
めて新たに事前検証を行った。

-

・給食調理業務の民間委託を実
施し業務の効率化を図った。
・施設規模の適正化を図り、地域
移行を推進した。

1,204 B

・引続き、事前検証
結果を基に、施設規
模の縮小を図り、「日
中サービス型グループ
ホーム」等民間事業
者と連携を図り、地域
移行を推進する。

終
了
④

45 2 3 2

一
部
変
更

総
務
税
務
係

臼
田
支
所

担い手研修施設
臼田館の後利用
の検討

臼田支所の改築に合わせて、仮支
所としている臼田館について、後利
用を検討する必要がある。

平成30年度には普通財産化する予
定であることから、地元への貸与など
も含めて、関係団体などと協議を進
め、必要な手続きを行い、有効な後
利用の検討を図る。

・公共施設の有効活用
・経費の節減

達
成
・
終
了

H20 → ◎

臼田館を平成29年度まで仮事
務所として使用した。
新支所移転後の臼田町商工会
への無償貸与をスムーズに行うた
め、施設修繕の打合せ、並びに
条例廃止及び無償貸与契約の
準備を進めた。

-

設置条例廃止の議会手続き及
び貸館休止について住民への周
知を行った。
休止期間中に施設修繕工事を
実施するとともに、臼田町商工会
と協議を進め無償貸与契約を締
結し運営管理を委ねた。

-

貸館休止について住民への周知を
行い、施設修繕工事を実施した。
無償貸与契約を締結し、平成30
年11月からは臼田町商工会が管
理運営を行っている。

- A
終
了
①

46 2 3 2
継
続

経
済
建
設
環
境
係

臼
田
支
所

霊園管理のあり
方の見直し

民間委託の前提、及び受益者負
担の原則として、使用者から徴収
し、基金に積立てた「永代管理料」
の他に、新たな財源確保が求めら
れるが、その負担を使用者に求める
には、「使用者全員の同意」が必要
である。

臼田第１・第２霊園の管理の民間委
託、民営化、指定管理者制度の適
用、新たな財源確保等を含め、管理
のあり方について見直しを図る。

・事務事業の効率化
・経費の節減
・市民サービスの向上

計
画

H18 → → → → → 民間等への業務委託や新たな管
理方法について検討した。

-
民間等への業務委託や新たな管
理方法について検討した。

- 民間等への業務委託や新たな管
理方法について検討した。

- 民間等への業務委託や新たな管
理方法について検討を進めた。

- 民間等への業務委託や新たな管
理方法について検討を進めた。

-
世代が変わり遠方にいる方も多く、
全員の同意を得るのが困難であり
実績を上げることができていない。

- D
継
続

3-3-(1)

47 2 3 2

一
部
変
更

子
育
て
支
援
課

保育所のあり方の
見直し

保育所の老朽化に対応し、統合な
どを進めているが、社会福祉法人
などの活用を図るため、連携を進め
民営化についても、検討を進める必
要がある。

保育所の改築の際は、入所児童数
等を考慮し、保育所の統廃合を行う
とともに、地域性なども考慮し、民営
化についても検討を進める。

・事務事業の効率化
・経費の節減
・官民における公共サービス
の適正化

計
画

H24 → → → ○ →
保育所の統廃合について計画
し、民営化についても検討を進め
た。

-

・中込地区及び臼田地区の保育
所について、統廃合や民間活力
の活用を含めた保育所の更新計
画について検討を進めた。

－

・中込地区について、統合を視野
に入れ、地元等の関係者と協議
を進めるとともに、候補地選定等
の具体的な検討を進めた。
・臼田地区について、民間活力の
活用を含めた方向性について検
討を進めた。

-

・中込地区について、統合を視野
に入れ、地元等の関係者と協議
を進めるとともに、候補地選定等
の具体的な検討を進めた。
・臼田地区について、民間活力の
活用を含めた方向性について検
討するとともに、地域や民間保育
事業者との協議を進めた。
・保育所給食の民間活用につい
て、取組を一段と進めるため、期
間を定めて事前検証を行った。

-

・中込地区について、統合による
整備計画案を基に関係者と協議
を進めた。
・臼田地区について、民間活力の
活用を含めた方向性について関
係者と協議を進めた。
・調理業務の民間委託について、
サウンディング型市場調査を実施
するとともに、検証を進めた。

-

・中込地区について、統合による整
備計画案を基に関係者と協議を
進めた。
・臼田地区について、民間活力の
活用を含めた方向性について関係
者と協議を進めた。
・調理業務の民間委託について、
サウンディング型市場調査を実施
するとともに、検証を進めた。

- B

・中込、臼田地区の
保育所については、令
和8年度を目途に統
合保育所の開園や民
間活力の活用を進め
る。
・調理業務の民間委
託についても、引き続
き検証を進める。

継
続

1-2-(1)

48 2 3 3

一
部
変
更

企
画
課

指定管理者制度
等の民間活力の
更なる活用

今後も、民間活力を活用し、住民
サービスの向上や行政コストの削減
に努めていく必要がある。

指定管理者制度をより効果的に活
用されるような制度の見直しを検討し
ていく。
また、包括的民間委託など、新たな
民間の活用方法を研究するとともに、
庁内における情報の共有を図る。

・事務事業の効率化
・経費の節減
・市民サービスの向上

計
画

H18 → → → ○ →

指定管理者制度における課題等
を検証し、制度のより有効な活用
のための改善のため、運用方針及
び様式などの改定について検討を
進めた。

-

・指定管理者制度の適切な運用
のため、各課への支援を行った。
・新たな民間活力の活用方法に
ついて情報収集した。

-

・新たに1施設について指定管理
制度を導入すると共に、制度の適
切な運用を図るため、運用指針
等の見直しを行った。
・民間活力の活用に係る情報を
収集し、庁内で共有を図った。

-

・指定管理の適切な運用をするた
め、課題等の把握に努め、必要に
応じて、運用指針等の見直しを
行った。
・取組を一段と進めるため、１施
設について、サウンディング型市場
調査を実施した。

-
・取組を一段と進めるため、１施
設について、サウンディング型市場
調査を実施した。

-

令和元年度に新たに1施設につい
て、指定管理者制度を導入した。
障害者支援施設「臼田学園」につ
いて、サウンディング型市場調査を
実施し、指定管理者制度の導入
について検討を進めた。

- B
終
了
④

49 2 3 3

一
部
変
更

企
画
課

PPP/PFIの活用
民間のノウハウ等をより一層有効に
活用するため、PPP/PFIの活用が
求められる。

民間業者との適切な役割分担を実
現するため、PPPなどの公民連携の
先進的な取組や、PFI手法を活用し
た公共施設等の整備、運営などにつ
いて、活用事例などを研究し、ノウハ
ウなどの情報の共有を図る。
ＰＦＩについては、人口20万以上の都
市に要請されている「優先的検討規
程」に準じた内部規定などの検討も
進める。

・民間活力の活性化
・市民協働体制の構築
・経費の削減

計
画

H24 → → → ○ →

平成２１年４月に策定された「行
政関与及び民間活用に関する指
針」について、近年のPPP/ＰＦＩに
関する考え方を取り入れながら、
「優先的検討規定」として記載す
べき事項も含めた改訂のために、
他市等の先進事例について調査
した。

-

・PPP/PFIに関する職員研修を
実施した。
・PPP/PFIについて外部の研修に
参加し、先進事例等の情報収集
し、庁内で共有した。
・「行政関与及び民間活用に関
する指針」について、近年の
PPP/PＦＩに関する考え方を取り
入れながら、他市の「優先的検討
規定」として記載すべき事項も含
めた改訂について検討した。

-

・「行政関与及び民間活用に関
する指針」に、近年のPPP/PＦＩに
関する考え方を反映させるため、
他市の「優先的検討規定」につい
て検討を進めた。

-

・「行政関与及び民間活用に関
する指針」に、近年のPPP/PＦＩに
関する考え方を反映させるため、
他市の「優先的検討規定」につい
て検討を進めた。
・PPP/PFIの一環として、事業の
市場性の有無や活用アイデアを
収集するため、民間事業者と対
話を行うサウンディング型市場調
査を実施した。

-

・「行政関与及び民間活用に関
する指針」に、近年のPPP/PＦＩに
関する考え方を反映させるため、
他市の「優先的検討規定」につい
て検討を進めた。
・PPP/PFIの一環として、対象事
業を選定の上、サウンディング型
市場調査を実施した。

-
PPP/PFIの一環として、「佐久平
南広場」について、サウンディング型
市場調査を実施した。

- D
継
続

3-3-(1)

50 2 3 3

一
部
変
更

人
権
同
和
課

同和対策集会所
のあり方の見直し

一部の同和対策集会所で指定管
理者制度を導入するなどが進めら
れていることから、部落解放運動団
体及び地元区と協議のうえ、同和
対策集会所のあり方を見直す必要
がある。

各地の同和対策集会所の管理につ
いて、指定管理者制度の適用を検
討するとともに、施設の役割も踏まえ
つつ、関係団体や地元区と協議しな
がら、段階的に公会場への転用など
も含めた、施設のあり方の見直しを図
る。

・事務事業の効率化
・経費の節減
・市民サービスの向上

計
画

H18 → → → → →

・施設の性格上、地元区への貸
与や指定管理者制度導入の検
討に向けた調査・研究を行い、施
設のあり方の見直しを検討した。

-

施設の性格上、地元区への貸与
や指定管理者制度導入の検討
に向けた研究を行い、施設のあり
方の見直しをした。

-

施設の性格上、地元区への貸与
や指定管理者制度導入の検討
に向けた研究を行い、施設のあり
方の見直しをした。

-

佐久市公共施設等総合管理計
画に基づく個別施設計画（素案）
を作成し、集会場の廃止時期等
について、具体的な方向性を検
討した。

-

佐久市公共施設等総合管理計
画に基づく個別施設計画に基づ
き、関係団体や地元区と協議を
進めた。

-

佐久市公共施設等総合管理計
画に基づく個別施設計画に基づ
き、関係団体や地元区と協議を進
め始めた。

- D

具体的な手法や時
期について、関係団
体や地元区と協議を
進めて行く。

終
了
④

51 2 3 3

一
部
変
更

土
木
課

駅前広場のあり
方の見直し

佐久平蓼科口、浅間口、岩村
田、北中込にある駅前広場につい
て、佐久市の玄関口としての機能
の向上を図るとともに、利便性や安
全性を効率的に実現するための管
理方法などについて、見直す必要
がある。

駅前広場の課題を整理し、アダプトシ
ステムなど、より効率的な管理方法の
導入について、検討する。
また、駅前広場の各施設等につい
て、より有効な活用方法などを研究
し、意見募集などを実施し、協働によ
るまちづくりを推進します。

・駅前の活性化
・市民との協働

計
画

H20 → → → → →

駅前広場の管理については、アダ
プトシステムによるものとボランティ
アによるものが実施されている。
アダプトシステムによる参加団体と
は管理の計画、実施について充
分協議し、また、ボランティアによる
美化活動には市職員も参加し
て、市民との協働による駅前広場
管理を促進した。
駅前広場の施設については、関
係部署と協議し、経費も含めて
有効的な活用方法の検討を進め
た。

-

アダプトシステムによる参加団体と
管理の計画、実施について充分
協議し、ボランティアによる美化活
動には市職員も参加して、市民と
の協働による駅前広場管理の促
進を図った。また、SNSを通じて活
動をPRした。
駅前広場の施設については、引き
続き関係部署と協議し、経費も
含めて有効的な活用方法の検討
を進めた。

-

・駅前広場の管理について、アダ
プトシステムによる参加団体と計
画実施について充分協議を行
い、市職員も参加した管理を図っ
た。
・施設の管理について、関係部署
との検討会議を通じ、経費も含め
た現実的、有効的な活用方法の
検討を進めた。

-

・アダプトシステムを活用した参加
団体の促進及びボランティアによる
美化活動に市職員も参加するな
ど、協力した施設管理を実施し
た。
・駅前広場ﾞの施設について、関係
部署との協議を行い、経費も含め
た有効的な活用方法の検討を
行った。

-

・アダプトシステムを活用した参加
団体の促進及びボランティアによる
美化活動に市職員も継続的に参
加するなど、協力した施設管理を
実施した。
・施設の有効的な活用について
は、引き続き関係部署と協議を行
い、経費も含め検討を行った。

-

・アダプトシステムによる美化活動に
多くの方に参加協力をいただき実
施することができた。
・関係部署と連携を取りながら利
用方法について検討してきたが、最
終的な方向付けには至らなかった。

- B
継
続

1-1-(3)

52 2 3 3
継
続

土
木
課

道路施設のアダプ
トシステムの促進

既存の道路施設の緑化、維持管
理を行っていただくための協定締結
者をどのように増やしていくかという
点が課題である。

市民協働による緑化及び清掃活動
や、維持管理に対する意識の向上を
図るため、道路施設のアダプトシステ
ム事業について、広報などに工夫しつ
つ、その普及を推進する。

・緑化意識の高揚
・緑化活動の推進
・市民と協働したまちづくり

計
画

H20 → → → → →
広報等を通じてアダプトシステムの
活動を紹介し、団体の参加を促
した。

-

アダプトシステムを導入している関
係部署と連携しながら、広報等を
通じてアダプトシステムの活動を紹
介し、団体の参加を促した。

-

アダプトシステムによる新規参加
団体の加入促進を図るため、引
き続き関係部署と連携をしなが
ら、活動内容を佐久市ホームペー
ジ及びSNSに載せPRを行い、加
入を促進した。

-

アダプトシステムによる新規参加団
体の加入促進を図るため、引き続
き関係部署と連携をしながら、活
動内容を佐久市ホームページ及
びSNSなどを活用したPRを行い、
加入促進を行った。

-

アダプトシステム事業参加団体の
増加促進を図るため、引き続き関
係部署と連携をしながら、活動内
容を市ホームページ及びSNSなど
を活用したPRを行った。

-
・アダプトシステムによる美化活動に
多くの方に参加協力をいただき実
施することができた。

- B No.51駅前広場のあり
方の見直しに統合

統
合

1-1-(3)

53 2 3 3
継
続

公
園
緑
地
課

公園のアダプトシ
ステム事業の推進

緑の街づくり推進のため、市民と行
政が協働する取り組みが必要であ
る。

緑の街づくりのため、公園のアダプトシ
ステム事業について、広報などに工夫
しつつ、その普及を推進する。

・緑の街づくりの推進
・協働の推進

計
画

H24 → → → → →
佐久市ホームページにてアダプトシ
ステム活動の実績を紹介するペー
ジを作成した。

-

・広報５、１１、２月号に参加団
体募集の記事を掲載した。
・７、２月にFMさくだいらでアダプト
システムの紹介と参加団体の募
集について呼びかけを行った。

-

・広報５、１２、２月号に参加団
体募集の記事を掲載した。
・８、２月にFMさくだいらでアダプト
システムの紹介と参加団体の募
集について呼びかけを行った。

-

・広報５、１２、２月号に参加団体
募集の記事を掲載した。
・５、２月にFMさくだいらでアダプト
システムの紹介と参加団体の募
集について呼びかけを行った。

-

・広報５、１２、２月号に参加団体
募集の記事を掲載した。
・５、２月にFMさくだいらでアダプト
システムの紹介と参加団体の募
集について呼びかけを行った。

-

定期的に広報への参加団体募集
の記事掲載やFMさくだいらによる参
加団体募集の呼びかけを行った結
果、令和3年度において新たに2団
体がアダプトシステムに参加し、1団
体が参加見込みである。

- B

引き続き、緑の街づく
り等の推進のため、広
報やFMさくだいらでア
ダプトシステムの参加
団体の募集を呼びか
けていく。

継
続

1-1-(3)

6



○ 佐久市行政改革行動計画（平成２９年度～令和３年度）

行　動　内　容

備考
継続性
評価

第四次大綱該
当区分

次期計画
の方向性5年間の実績による成果

5年間の財政
効果額
（千円）

令和2年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

№

基
本
視
点

主
要
事
項

取
組
事
項

分
類

（
※
１

）

R2 R3

効　果
（「事業面：何が、どのように、

なるのか」
　「コスト面：財政効果等」）

区
分

（
※
２

）

実施予定（※３）

（何のため、何を、どう、改革するか） H29

課　名 項　目　名 経過や課題

取
組
開
始
年
度

H30 R1

財政
効果額
（千円）

平成30年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

令和元年度実施項目
（具体的に実施した事項）

平成29年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

令和3年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

54 2 3 3

一
部
変
更

経
済
建
設
環
境
係

望
月
支
所

佐久市飲料水供
給施設のあり方の
見直し

経営の合理化を推進するため、効
率的な管理運営方法について検
討する必要がある。

事業の効率化を図るため、佐久市飲
料水供給施設の管理運営方法につ
いて検討する。

・事務事業の効率化
・官民における公共サービス
の適正化

計
画

H24 → → → → →

指定管理者制度を導入していた
望月の郷飲料水供給施設も平
成29年度から直営による管理と
なった。
それを踏まえ、今後の施設のあり
方について検討を進めた。

-
適正かつ安全な飲料水を供給す
るため施設の維持管理について、
施設整備を一部実施した。

-

ライフラインである飲料水供給施
設であるため、適正かつ安全に供
給できるよう管理及び整備を行っ
た。

-
ライフラインであるため、必要な施
設の調査を行い、管理運営を維
持した。

-
ライフラインであるため、必要な施
設の調査を行い、管理運営を維
持した。

-

ライフライン維持のため、修繕等を
適切に実施した。
今後の維持管理のための配管水
路図の修正を行った。

- B
終
了
④

55 3 1 1
継
続

企
画
課

職員提案・職場
提案制度活用の
推進

職員提案の活性化のため、職員の
意識高揚や、応募しやすい方法へ
の改善などの工夫が必要である。

平成２８年度の改定後の状況を検
証しつつ、更なる改善を検討する。

・職場レベルから改革を推進
する風土の形成

計
画

H24 → → → → →

・平成２８年度見直し後の運用
方法について、課題等を検証し
た。
・優秀な提案等に対するインセン
ティブについて、設定を検討した。
・ふるさと納税の返礼品についての
提案募集を職員提案制度を活
用し行った。

-

・年度の通算で７件の提案、１件
の改善実績の報告があった。
・提案制度の活性化を図るための
方法法として、匿名での提案につ
いて提案があったため、実施につい
て検討した。

-

・年度通算で2件の提案があっ
た。
・提案制度の活性化を図るため、
匿名での提案も可能とし、提案
募集を行った。

-

・年間通算で11件の提案及び1
件の改善実績報告があった。
・職員提案の活性化を図るため、
優秀な提案等の対するインセン
ティブの設定について、県内19市
の状況を調査した。

-

・職員提案の活性化を図るため、
県内19市の状況等を踏まえ、優
秀な提案等の対するインセンティブ
の設定について、検討を進めた。

-

令和元年度から、匿名での提出を
可能とする見直しを行った。
優秀な提案に対するインセンティブ
の設定について検討するため、令
和2年度に県内19市の調査を実
施した。

- B

職員提案制度の活
性化を図るため、イン
センティブの導入につ
いて検討を行う。

継
続

4-1-(2)

56 3 1 2
継
続

総
務
課

人材育成の推進

各職場における、職務に必要な能
力の明確化と職員個々の能力の
把握が必要である。
職員自らが意欲を持って専門性や
能力を開発・向上させるための自
己啓発意欲の醸成及びそのための
体制整備が必要である。

人材育成基本方針に基づき、人材
育成を推進する。

・市民ニーズに的確に対応す
る職員の育成

計
画

H18 → → → → →

・人事異動
・一般研修（階層別研修）、専門
研修
・職場研修（OJT）
・県等への派遣研修
・自発的な研修に対する支援
・次年度研修要望の取りまとめ
・人事評価を活用した育成施策
の検討

上記を実施した。

-

・人事異動
・一般研修（階層別研修）、専門
研修
・職場研修（OJT）
・県等への派遣研修
・自発的な研修に対する支援
・次年度研修要望の取りまとめ
・人事評価を活用した育成施策
の検討

上記を実施した。

-

・人事異動
・一般研修（階層別研修）、専門
研修
・職場研修（OJT）
・県等への派遣研修
・自発的な研修に対する支援
・次年度研修要望の取りまとめ

上記を実施した。

-

・一般研修、専門研修
・職場研修（OJT）
・国への派遣研修
・次年度研修要望の取りまとめ

上記を実施した。

-

・一般研修、専門研修
・職場研修（OJT）
・国県への派遣研修
・自発的な研修に対する支援
・次年度研修要望の取りまとめ

上記を実施した。

-
人材育成基本方針に基づき、各
種研修を実施した。また、自発的
な研修に対して支援した。

- B

引き続き、職員の人
材育成を推進するた
め、研修機会の確保
に努めていく。

継
続

4-1-(1)

57 3 1 3
継
続

総
務
課

人事評価結果の
処遇への反映

人事評価制度の有効活用のため、
評価結果を人材育成や給与等処
遇へ反映させるシステムが必要であ
る。

職員の意欲や能力の向上のため、人
事評価結果を人材育成や給与等処
遇へ反映させるシステムを構築する。

・市民ニーズに的確に対応す
る職員の育成

計
画

H18 → → → → →

・評価者研修
・被評価者研修
・新任昇格者研修
・新規採用者研修
・評価結果を勤勉手当、昇給へ
反映
・制度の電子システム化を検討

上記を実施した。

-

・評価者研修
・被評価者研修
・新任昇格者研修
・新規採用者研修
・評価結果を勤勉手当、昇給へ
反映
・制度の電子システム化を検討

上記を実施した。

-

・評価者研修
・新任昇格者研修
・新規採用者研修
・評価結果を勤勉手当、昇給へ
反映

上記を実施した。

-

・被評価者研修
・新任昇格者研修
・新規採用者研修
・評価結果を勤勉手当、昇給へ
反映

上記を実施した。

-

・評価者研修
・新任昇格者研修
・新規採用者研修
・評価結果を勤勉手当、昇給へ
反映

上記を実施した。

-

人事評価結果を勤勉手当、昇給
に反映した。また、評価結果の活
用にあたり、公平・公正な評価結
果を確保するため、職員研修を実
施した。

- C

引き続き、人事評価
をより良い制度とする
ため、制度の見直しを
行っていく。

継
続

4-1-(1)

58 3 1 3
継
続

総
務
課

給与の適正化
適正化を常に継続していく必要が
ある。

給料や手当について、国や県、地域
の状況を十分に考慮するとともに、地
方公共団体給与情報等公表システ
ム等で市民への周知を徹底し、公正
性を確保するなど、適正化を図る。

・給与、手当の適正化
計
画

H18 → → → → →

・人事院勧告等に関する研修会
受講及び給与の改定等の検討
・必要に応じた、関係条例等の改
正案の作成、提案
・人事行政の運営状況の資料作
成及び公表
・職員給与等の資料作成及び公
表

上記を実施した。

-

・人事院勧告等に関する研修会
受講及び給与の改定等の検討
・必要に応じた、関係条例等の改
正案の作成、提案
・人事行政の運営状況の資料作
成及び公表
・職員給与等の資料作成及び公
表

上記を実施した。

-

・人事院勧告に基づく給与改定
の実施
・関係条例等の改正案の作成、
提案
・人事行政の運営状況の資料作
成及び公表
・職員給与等の資料作成及び公
表

上記を実施した。

-

・人事院勧告に基づく給与の改
定
・関係条例等の改正案の作成、
提案
・人事行政の運営状況の資料作
成及び公表
・職員給与等の資料作成及び公
表

上記を実施した。

-

・人事院勧告に基づく給与の改
定の検討
・必要に応じた、関係条例等の改
正案の作成、提案
・人事行政の運営状況の資料作
成及び公表
・職員給与等の資料作成及び公
表

上記を実施した。

-

給料や手当について、国や県、地
域の状況を十分に考慮するため、
給与勧告に基づく見直しを行った。
また、給料や手当等について、人
事行政の運営状況等の資料を作
成し、ホームページで公表した。

- C

引き続き、給与の適
正化を進めるため、給
与勧告に基づく見直
しを行っていく。

終
了
②

59 3 2 1
継
続

総
務
課

簡素で機能的な
体制整備

市の組織全体を見渡す中で、市民
サービスの提供を大前提として、本
庁及び支所のあり方を含め、より簡
素で機能的な体制にしていく必要
がある。

市民ニーズに応じたビジョンや戦略に
基づきながら、簡素で効率的な組織
機構の構築を図る。

・機能的な体制の整備
・事務事業の効率化

計
画

H24 → → → → →

・組織機構見直し要望調査
・組織機構改革のヒアリング
・必要に応じた、組織機構改革、
業務の見直し
・必要に応じた、関係条例等の改
正案の作成、提案

上記を実施した。

-

・組織機構見直し要望調査
・組織機構改革のヒアリング
・必要に応じた、組織機構改革、
業務の見直し
・必要に応じた、関係条例等の改
正案の作成、提案

上記を実施した。

-

・組織機構見直し要望調査
・組織機構改革のヒアリング
・組織機構改革、業務の見直し
・関係条例等の改正案の作成、
提案

上記を実施した。

-

・組織機構見直し要望調査
・組織機構見直しヒアリング
・組織機構の見直し
・関係規則等の改正案の作成、
提案

上記を実施した。

-

・組織機構見直し要望調査
・組織機構見直しヒアリング
・必要に応じた、組織機構の見直
し
・必要に応じた、関係規則等の改
正案の作成、提案

上記を実施した。

-

簡素で効率的な組織機構を構築
するため、所管課との調整や行政
改革推進本部会議における審議
を経て、組織機構の見直しを実施
した。

- C

引き続き、簡素で効
率的な組織機構にす
るため、見直しを行っ
ていく。

終
了
②

60 3 2 2
継
続

企
画
課

意思決定過程の
簡素化

人員も少なくなる中、よりスムーズに
効率的に事務を遂行できるようにす
るために、決裁区分等の見直し等
を継続していく必要がある。

個々の職員の責任と権限を明確化
するため、事務処理規則の改正も検
討するとともに、規則で決裁区分が定
められていない事案への対応を庁内
会議で議し、その結果を共有すること
で、簡素な意志決定を実現を図る。

・市民ニーズへの迅速な対応
・フラットな組織構成の実現

計
画

H18 → → → → →

決裁区分の簡素化の取組とし
て、事務処理規程等に明確な記
載がなく、これまで理事者の決裁
と位置付けしていたが、部長による
決裁と区分を改めたような事例を
収集するなどの庁内共有の方法
について検討を行った。

-
簡素な決裁区分の実現に向け、
他市等の状況について、情報収
集した。

-
より簡素な決裁区分の実現に向
け、他市等の状況について、情報
収集するとともに、検討を進めた。

-
より簡素な決裁区分の実現に向
け、他市等の状況について、情報
収集するとともに、検討を進めた。

-
より簡素な決裁区分の実現に向
け、他市等の状況について、情報
収集するとともに、検討を進めた。

-
より簡素な決裁区分の実現に向
け、他市等の状況について、情報
収集するとともに、検討を進めた。

- A No.86において、令和
3年度に実施した。

終
了
①

61 3 2 3
継
続

企
画
課

各審議会の見直
し

役割が重複している審議会等につ
いて、統合を図るなど、より効果的
な審議会の設置と運用を図る必要
がある。

各審議会の役割の重複等について
見直しが必要なことから、統合等を検
討する。また、各審議会の状況を把
握し、情報の共有を図るなどにより、
各審議会の事務局による自主的な
改善が図られるよう取り組む。

・より効果的な審議会の設
置と運用

計
画

H24 → → → → →

審議会の設置目的や活動状況
を把握し、より効果的に運用でき
るよう、審議会のあり方を検討し
た。

-

審議会のあり方を検討する一環と
して、委員の就任状況を把握し、
委員負担の軽減を図るため、検
討を行った。

-

委員就任状況を把握し、各審議
会で委員が重複することによる負
担を軽減するため、検討を進め
た。

-

委員就任状況を把握し、各審議
会で委員が重複することによる負
担を軽減するため、検討を進め
た。

-

委員就任状況を把握し、各審議
会で委員が重複することによる負
担を軽減するため、検討を進め
た。

-
委員就任状況を把握し、各審議
会で委員が重複することによる負
担を軽減するため、検討を進めた。

- D
継
続

4-2-(1)

62 3 3 1
継
続

総
務
課

組織・機構改革
等に応じた定員
管理

組織・機構改革、業務見直し、業
務委託等の状況により、職員数の
適正化を常に継続していく必要が
ある。

組織・機構改革、業務見直し、業務
委託等の状況により、事務量に応じ
た職員数の適正化を図る。

・事務事業の効率化
計
画

H21 → → → → →

・次年度事業の調査
・専門職配置要望調査
・採用人員の決定
・職員数の公表

上記を実施した。

-

・次年度事業の調査
・専門職配置要望調査
・採用人員の決定
・職員数の公表

上記を実施した。

-

・専門職配置要望調査
・採用人員の決定
・職員数の公表

上記を実施した。

-

・技術職配置要望調査
・採用人員の決定
・職員数の公表

上記を実施した。

-

・技術職配置要望調査
・採用人員の決定
・職員数の公表

上記を実施した。

-

組織機構の見直しや、退職者数
や技術職員数を検討する中で、採
用人員を決定し、職員採用を実
施した。また、人事行政の運営状
況等の資料を作成し、ホームペー
ジで公表した。

- C

引き続き、事務事業
や事務量に応じた職
員数の適正化に努め
ていく。

終
了
②

63 3 3 2
継
続

総
務
課

専門性と事務量
の増減に応じた職
員配置

組織・機構改革、業務見直し、業
務委託等の状況により、職員の適
正配置を常に継続していく必要が
ある。

業務の制約や内容を把握し、適材
適所な職員配置を行う。
業務内容に合わせ、任期付職員や
短時間勤務職員等を適切に配置す
るとともに、能力や経験等も総合的に
考慮した配置の実現のため、配置希
望の自己申告制を検討する。

・事務事業の効率化
・任期付職員等の配置によ
る将来的な人件費の抑制

計
画

H18 → → → → →

・人事異動、来年度事業の人事
に関する要求調査
・臨時職員の要望に関するヒアリ
ング、要求の審査
・人事異動案の作成
・人事異動に伴う事務処理
・専門職配置要望調査
・一般職員の部長裁量による配
置
・任期付職員の任用
・退職職員再任用

上記を実施した。

-

・人事異動、来年度事業の人事
に関する要求調査
・臨時職員の要望に関するヒアリ
ング、要求の審査
・人事異動案の作成
・人事異動に伴う事務処理
・専門職配置要望調査
・一般職員の部長裁量による配
置
・任期付職員の任用
・退職職員再任用

上記を実施した。

-

・人事異動、来年度事業の人事
に関する要求調査
・臨時職員の要望に関するヒアリ
ング、要求の審査
・人事異動案の作成
・人事異動に伴う事務処理
・専門職配置要望調査
・一般職員の部長裁量による配
置
・任期付職員の任用
・退職職員再任用

上記を実施した。

-

・人事異動
・技術職配置要望調査
・自己申告書の取りまとめ
・次年度人事に関する要望調査
・人事異動案の作成
・人事異動に伴う事務処理
・任期付職員の任用
・退職職員再任用
・会計年度任用職員の任用

上記を実施した。

-

・人事異動
・技術職配置要望調査
・自己申告書の取りまとめ
・次年度人事に関する要望調査
・人事異動案の作成
・人事異動に伴う事務処理
・任期付職員の任用
・退職職員再任用
・会計年度任用職員の任用

上記を実施した。

-

所管課から技術職員の配置要望
や事務量の増減の状況を取りまと
め、人事異動を行った。また、平成
31年度から自己申告制度を導入
し、人事異動に反映させた。

- B

引き続き、専門性と
事務量の増減に応じ
た職員配置に努めて
いく。

継
続

4-2-(1)

64 4 1 1
継
続

企
画
課

行政評価システム
の見直し

人事評価との連携や外部の視点を
活用した評価により、行政評価シス
テムをさらに活用するため、重点
化、簡素化などを図る必要がある。

行政評価システムを活用をさらに図る
ため、行政評価システムの見直しとし
て、事務事業外部評価を含む行政
評価システムの重点化、簡素化など
の見直しを検討する。

・成果志向の行政運営の実
現
・市民への説明責任の確保

計
画

H18 → ● ○ → →
これまでの行政評価の検証を行う
とともに、より簡素で、分かりやすい
評価への見直しを検討した。

-

より簡素で、分かりやすい評価の
ため、事務事業、施策、補助金
等の評価シートの見直しを行い、
庁内合意を得るとともに、行政改
革推進委員会へ報告した。

-

平成30年度に見直しを実施した
各評価シートを用い、従前と比較
して、簡素で分かりやすいことを重
視した評価を行った。

-

各評価シートを用いて、評価を実
施するとともに、人事評価との連
携はもとより、より簡素で効果的な
運用が図れるよう見直しを進め
た。

-

各評価シートを用いて、評価を実
施するとともに、より簡素で効果的
な運用が図れるよう、先進事例の
調査を進めた。

-

平成30年度に、より簡素で、分か
りやすい評価のため、事務事業、
施策の評価シートの見直しを行
い、庁内合意を得るとともに、行政
改革推進委員会へ報告した。

- B

引き継続き、より簡素
で効果的な運用が図
れるよう、先進事例の
調査を進める。

継
続

3-2-(1)

65 4 1 2
新
規

下
水
道
課

水洗化の普及促
進と継続的な健
全経営の実現

水洗化により快適な生活環境の実
現を図るとともに、施設等の老朽化
に伴う更新や、人口減少に伴う収
入減少に対応した長期的な展望に
よる健全経営を維持する必要があ
る。

佐久市下水道経営戦略に基づき、
引き続き健全経営を維持するととも
に、状況の変化にあわせて見直しを
図る。

・効率的な施設整備と維持
・水洗化による快適な生活
環境の提供

計
画

H24 → → → ● ○

・経営戦略の検証・評価（場合に
より改善・見直し）を行った。
・水洗化の普及に対する各種補
助金制度の活用を検討した。

-

・佐久市下水道経営戦略につい
てH29決算確定に伴い、改定が
必要な事項を精査した。
・浅科・望月地区において、水洗
化促進のため戸別訪問を実施し
た。

-

・H30決算確定に伴い改訂が必
要な事項を精査した。
・公共下水道区域以外について
も、水洗化推進のための戸別訪
問を行った。

-

・R元年度決算確定後、佐久市
下水道経営戦略の改訂が必要
な事項を精査した。（中間年度で
ある令和3年度に見直し予定）
・令和元年東日本台風被害の影
響を精査した。
・水洗化推進のための個別訪問
を実施した。

-

・佐久市下水道経営戦略の改訂
を行った。
・水洗化推進のための戸別訪問
を実施した。

-

戸別訪問の実施等により水洗化
率が向上した。（H29：93.2％→
R2：94.2％）
佐久市下水道事業経営戦略につ
いて令和3年度に改定を行い、中
長期的な経営状況の把握をするこ
とができた。

- B

引き続き、戸別訪問
の実施等を行い、水
洗化率の向上に努め
るともに、健全経営を
維持する。

継
続

3-2-(3)

7



○ 佐久市行政改革行動計画（平成２９年度～令和３年度）

行　動　内　容

備考
継続性
評価

第四次大綱該
当区分

次期計画
の方向性5年間の実績による成果

5年間の財政
効果額
（千円）

令和2年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

№

基
本
視
点

主
要
事
項

取
組
事
項

分
類

（
※
１

）

R2 R3

効　果
（「事業面：何が、どのように、

なるのか」
　「コスト面：財政効果等」）

区
分

（
※
２

）

実施予定（※３）

（何のため、何を、どう、改革するか） H29

課　名 項　目　名 経過や課題

取
組
開
始
年
度

H30 R1

財政
効果額
（千円）

平成30年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

令和元年度実施項目
（具体的に実施した事項）

平成29年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

令和3年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

66 4 1 2
継
続

総
務
課

浅
間
総
合
病
院

継続的な健全経
営と良質で安定し
た医療の提供

医師を始めとする医療スタッフの確
保と国の医療制度改革等により急
速に変化する医療情勢・医療ニー
ズへの取り組みを強化しつつ、健全
経営を維持し、更なる医療の充実
を図っていく必要がある。

健全運営の実現のため、病院改革プ
ランに基づきサービスの向上、収益確
保、費用の削減等に努める。

・健全な経営の維持
・市民への良質で安定した医
療の提供
・地域のニーズに対応した
サービスの提供により、利用
者が増加する。

計
画

H24 ○ → ● ○ →

・一般病棟の一部（南３階病棟
55床）を地域包括ケア病棟に転
換した。
・県より医療型短期入所の指定
を受け、重症心身障害児・者を
対象とした医療型短期入所サー
ビスを実施した。

-

整形外科手術を更に良質で安
全性の高いものとするため、中央
手術室内に手術中にＸ線検査が
行える「Ｘ線透視診断装置」を導
入した。

-

健診部門及びリハビリテーション部
門の機能強化のため、南病棟1
階・2階の改修を行うための基本
設計・実施設計を行った。

-

・健診部門及びリハビリテーション
部門の機能強化のため、令和2
年度から令和3年度にかけて南病
棟1階・2階の改修事業を進めた。
・加えて循環器疾患の治療を提
供していくため、血管造影撮影室
及び医療機器の整備を進めた。

-

・健診部門及びリハビリテーション
部門の機能強化のため、令和2
年度から令和3年度にかけて南病
棟1階・2階の改修事業を進めた。
・加えて循環器疾患の治療を提
供していくため、血管造影撮影室
及び医療機器の整備を進めた。

-

１ 病院改革プランに基づき、病棟
の一部を地域包括ケア病棟に転
換
２ 重症心身障害児・者を対象とし
た医療型短期入所サービスの開始
３　健診部門及びリハビリテーション
部門の機能強化に向けた改修
４　循環器疾患の治療提供のため
の施設及び機器の整備

- B

引続き健全経営の維
持、地域のニーズに対
応したサービスの提供
に向けた施策を実施
していく

継
続

3-2-(3)

67 4 2 1
継
続

財
政
課

固定資産台帳の
適正な管理と活
用の推進

公有財産の適切な管理のため、公
有財産台帳を基に作成した固定
資産台帳を適正に管理する必要が
ある。

固定資産台帳により、公有資産の現
状を正しく把握し、その情報を庁内で
共有することで、公有資産の適切な
管理の実現を図る。
また、財務諸表の一つとして適正な
形での公表を含め、その活用について
検討を進める。

・事務事業の効率化
・公有財産所管部署の明確
化
・公有財産管理の適正化
・公有財産の有効活用
・公民連携の推進

計
画

H24 → → → → →

「改訂モデル」から、全国の地方
公共団体に適用となる「統一基
準」による固定資産台帳管理シ
ステムへ切り替え、財務諸表作成
に活用した。

-
過年度の異動資産を反映した固
定資産台帳の更新を行った。

-

・固定資産台帳を適正な形で公
表した。
・過年度（平成30年度）に異動等
があった資産を固定資産台帳に
登録及び更新し、適正な資産管
理を行った。
・関係課と連携し、固定資産台
帳を活用した民間事業者によるＰ
ＰＰ/ＰＦＩ事業等の公民連携の施
策を検討した。

-

・固定資産台帳を適正な形で公
表した。
・過年度（令和元年度）に異動等
があった資産を固定資産台帳に
登録及び更新し、適正な資産管
理を行った。
・関係課と協議し、固定資産台
帳を活用した民間事業者によるＰ
ＰＰ/ＰＦＩ事業等の公民連携の施
策を検討した。

-

・固定資産台帳を適正な形で公
表した。
・過年度（令和２年度）に異動等
があった資産を固定資産台帳に
登録及び更新し、適正な資産管
理を行った。
・関係課と協議し、固定資産台
帳を活用した民間事業者によるＰ
ＰＰ/ＰＦＩ事業等の公民連携の施
策を検討した。

-
異動等があった資産を固定資産
台帳に登録及び更新し、適切に
運用した。

- B 通常業務としており組
むため終了

終
了
②

68 4 2 1
継
続

企
画
課

公共施設等の適
正化の推進

佐久市公共施設等総合管理計
画により見込まれる、将来更新費
用に対応するため、公共施設等の
総合的かつ計画的な管理の実現
が必要とされる。

平成29年3月に策定した「佐久市公
共施設等総合管理計画」に基づき、
人口減少や財政状況の変化などを
考慮した公共施設等の適正化を推
進する。
計画の進捗管理を行うとともに、適正
化を図るための調整を進め、令和3年
度末までには、計画を見直す。

・経費の節減
・市民サービスの向上
・公共施設等の適正化
・公民連携の推進
・費用負担の適正化

計
画

H18 ● ○ → → ◎

平成３２年度までの策定が要請さ
れている個別施設計画について、
各課への情報提供を行いながら、
より有利な財源の活用に繋がるよ
う調整を図った。また、５年後の公
共施設等総合管理計画の見直
しに向かい、固定資産台帳や個
別施設計画との連動について、先
進事例等を参考に検討を進め
た。

-

個別施設計画について、各課へ
の情報提供や、より有利な財源
の活用に繋がるよう支援した。ま
た、公共施設等総合管理計画の
見直しに向け、固定資産台帳や
個別施設計画との連動について、
先進事例等を参考に検討した。

-

・個別施設計画の策定方針につ
いて庁内合意を得ると共に、個別
施設計画の策定を推進した。ま
た、より有利な財源の活用に繋が
るよう、各課への支援を行った。
・公共施設等総合管理計画の見
直しに向け、先進事例等を参考
に検討を進めた。

-

・個別施設計画の担当部局の策
定状況について進捗管理を行うと
共に、施設のあり方について、本
年度中に基本的な方向性が示せ
るよう支援を行った。
・公共施設等総合管理計画の見
直しに向け、先進事例等を参考
に検討を進めた。

-

・担当部局において個別施設計
画が策定されるよう支援するととも
に、策定後の個別施設計画を
ホームページで公表した。
・人口構造や社会情勢の変化を
踏まえて、公共施設等総合管理
計画を改定した。

-
「個別施設計画」の策定及び「公
共施設等総合管理計画」の改訂
を行った。

- B

「公共施設等総合管
理計画」及び「個別
施設計画」に基づき、
公共施設の適正化を
推進する。

継
続

3-3-(1)

69 4 2 1
継
続

下
水
道
課

生活排水処理施
設の統廃合の推
進

生活排水処理施設の安定的な下
水道経営を図る為、処理区の統
合・再編等を行う必要がある。

生活排水処理施設の効率的な再配
置や統廃合を進める。

・経費の節減
・市民のサービス向上

計
画

H24 → → ● ○ → 桜井地区農業集落排水を公共
下水道への統廃合を進めた。

-

・田口本村地区農業集落排水を
公共下水道へ統廃合した。
・塚原地区農業集落排水施設の
後利用工事（防火水槽・緊急汚
水貯留槽）を行った。

-

・田口本村地区農業集落排水
施設の後利用に伴う撤去改良工
事実施設計を行った。
・第1次統廃合計画が田口本村
地区農業集落排水施設の後利
用工事をもって終了するため、次
期計画の策定に向けて管路調査
を開始した。

-

・田口本村地区処理施設の後利
用工事を行った。
・次期統廃合計画の策定に向
け、雨水流入等不明水調査を実
施した。

- ・第2期統廃合計画を策定した。 -

第１期統廃合に係る接続後の施
設後利用工事が全て終了し、防
火水槽や緊急資材倉庫等を整備
することができた。合わせて安定的
な下水道経営を図ることを期待さ
れる。

- B
継
続

3-3-(1)

70 4 2 1
新
規

建
築
住
宅
課

市営住宅のあり方
の見直し

公共施設等の適正化を図ることか
ら、学校に次ぐ面積を保有する市
営住宅について、そのあり方を見直
し、適正化を図る必要がある。

市営住宅本来の目的（住宅困窮者
に低廉な家賃で住宅を供給）を維持
することを前提に、老朽化及び小規
模な団地等の集約を進めることによ
り、市営住宅の保有量の適正化を図
る。
また、県営住宅との適正な役割分担
を目指した協議を行っていく。
民間の賃貸住宅等の活用について
は、将来的な活用の可否に向けた検
討を行う。

・公共施設等の適正化
計
画

H29 ● ○ ○ → → ・老朽化及び小規模な団地の集
約に係る入居者と折衝した。

-

平成２９年度に折衝を行った老朽
化及び小規模な団地に入居する
入居者を他の団地に移転し、
根々井団地（６棟１０戸）を除却
した。

-

佐久市公営住宅長寿命化計画
の終了に伴い、改めて公営住宅
の管理に関する課題を明らかにし
長寿命化に資する予防保全的な
維持管理や耐久性の向上等を
図るため、今後10年間の計画を
策定した。

-

令和2年3月に策定した佐久市公
営住宅長寿命化計画に基づき、
長期的な維持管理と長寿命化に
よる更新コストの削減及び事業量
の平準化を図った。

-

老朽化した住宅1棟1戸を除却、
1棟1戸を売却のため所管替えし
た。
また、佐久市公営住宅等長寿命
化計画に基づき、望月団地の外
壁改修を行い長寿命化を図った。

-

老朽化し小規模団地であった
根々井団地や老朽化住宅の除却
等を行い、供給量の適正化を図っ
た。
長期的な維持管理と長寿命化に
よる更新コストの削減及び事業量
の平準化を図るために、佐久市公
営住宅等長寿命化計画を策定し
た。

- C
終
了
④

71 4 2 1
新
規

ス
ポ
ー

ツ
課

駒場公園内の体
育施設の管理の
見直し

駒場公園については、体育施設等
を含む都市公園となっており、現
在、公園緑地課を所管課として、
指定管理者制度による一定的な
管理を行っていますが、他の体育施
設と管理方法を統一していくととも
に、サービスの向上を図るため、管
理方法を見直す必要がある。

公園緑地課と協議し、公園部分と体
育施設部分の棲み分けについて明確
にするとともに、施設管理方法を見直
します。
現在の指定管理者を含め、関係する
団体などとも協議を行い、スムーズな
管理体制の移行が行われるよう取り
組んでいく。
平成３４年度の体育施設の指定管
理者の更新に合わせて、必要な協議
を進める。

・行政サービスの向上
・公共施設等の適正化

計
画

H29 ● → ○ → ◎ 公園緑地課及び関係する団体な
どと協議を進めた。

-

駒場公園内の体育施設について
平成３４年度の体育施設指定管
理者の更新に合わせ、関係団体
と協議を行った。
平成２９年度に協議が整ったマ
レットゴルフ場を体育施設に移行
した。

-

・体育施設の指定管理者の更新
に合わせ、駒場公園のマレットゴ
ルフ場を指定管理施設に追加し
た。
・駒場公園内の体育施設につい
て令和4年度の体育施設指定管
理者の更新に併せ、管理体制の
移管が図れるよう、関係団体等と
必要な協議を行った。

-

・駒場公園内の体育施設につい
て令和4年度の体育施設指定管
理者の更新に併せ、管理体制の
移管が図れるよう、関係団体等と
必要な協議を行った。

-

公園緑地課と協議を行い、公園
部分と体育施設部分の所管の範
囲を明確にし、互いの管理体制に
ついて協議を進めた。

-

駒場公園については、公園緑地課
と管理体制の協議を進めた結果、
令和4年度から公園部分と体育施
設部分の所管を明確にした上で、
当課が窓口となり、公園緑地課と
協力しながら施設管理を行うことに
至った。

- A
終
了
①

72 4 2 1
新
規

中
央
図
書
館

移動図書館車の
更新

老朽化の進んでいる移動図書館
車の更新を行う必要がある。

老朽化した移動図書館車を更新し、
安心で安全な運行の確保と、巡回
範囲の拡大等、事業充実を図る。

・住民サービスの向上
（より安心で安全な図書館
サービスの提供が可能とな
る。）

達
成
・
終
了

H29 ◎ 移動図書館車を更新。 -
平成29年度末に車両を更新し、
安全な運行の確保と利用者の利
便性の向上を図った。

- A
終
了
①

73 4 2 1
継
続

中
央
図
書
館

移動図書館車の
巡回地域及び巡
回コ－スの見直し

より多くの市民が利用できるよう、ス
テーションの見直し、増設等を行っ
てきた。今後は、移動図書館車の
巡回コースについても見直しを行
い、充実させる必要がある。

巡回範囲の拡大も視野に見直しを
行い、巡回コースを充実し、利用者の
利便性の向上を図る。

・住民サービスの向上
（図書館に来ることが出来にく
い者に対して、利便性を高め
ることで、図書館利用の増進
に繋げる 。）

計
画

H18 → ○ ○ → →

ステーション（駐車場所）の見直し
と試験的に、ステ-ションを1か所増
設した。
（平成30年度から本格実施を始
める。）

-

・平成２９年度に試験的に増設し
たステーション（駐車場所）１ヶ所
について本格運用を開始した。
・巡回地域の拡大も視野に巡回
コ-スの見直しの調査を行った。
　　・巡回を希望している地域の
把握
　　・職員体制
　　・雇用形態

-

・試験的にステーション3ヶ所を増
設し、試行運用を行った。
・利用者が減少している地区の区
長さんを通じ、利用拡大の周知を
図った。
・市民全体へ広報等を通じ周知
（PR)するとともに、巡回地域の拡
大も視野に巡回コ-スの見直しの
調査を行った。
　　・巡回を希望している地域の
把握
　　・職員体制
　　・雇用形態

-

・前年度より試行運用をしていた
ステーション3ヶ所を本格実施し
た。
・市民全体へ広報等を通じ周知
（PR)するとともに、巡回地域の拡
大も視野に巡回コ-スの見直しの
調査を行った。
　　・巡回を希望している地域の
把握
　　・職員体制
　　・雇用形態

-

・市民全体へ広報等を通じ周知
（PR)するとともに、巡回地域の拡
大も視野に巡回コ-スの見直しの
調査を行った。
　　・巡回を希望している地域の
把握
　　・職員体制
　　・雇用形態

-

　市内ステーションを新設し、巡回
範囲の拡大を行うことで利用者の
利便性の向上を図った。
平成30年度　1ヵ所（臼田の健康
館）
令和元年度　2ヵ所（浅科保育
園、うすだ愛の郷）
令和2年度　2ヵ所（ひらか愛の郷、
結の里千曲）
令和3年度　1ヵ所（11月より試行
運用：臼田老人福祉センター）

- C

利用者のニーズを調
整するとともに、必要
に応じて利便性向上
に向け見直しを図る。

終
了
②

74 4 2 2
継
続

企
画
課

窓口業務の改善
と充実

窓口業務について、他市の先進事
例等を参考に、より市民満足度を
高めるような改善と充実が必要であ
る。

窓口業務の改善と充実を推進するた
め、庁内における窓口業務の体制を
見直すとともに、先進事例を研究調
査し、サービスの向上を図る。
また、包括的民間委託などによるアウ
トソーシングも含め、窓口業務を現場
視点から改革できる体制の構築を図
ります。

・市民サービスの向上
・事務事業の効率化

計
画

H18 → → → → ○
窓口業務の改善に係る先進事
例等について検証するとともに、庁
内で情報を共有した。

-

窓口業務の改善に係る研修への
参加等により、先進事例について
情報収集や検証を行うとともに、
庁内で情報共有した。

-

庁内における窓口体制の見直し
について、担当部局と連携し、民
間活力の導入や支援システムの
構築など、様々な手法について検
討を進めた。

-

庁内における窓口体制の見直し
について、担当部局と連携し、先
進事例を調査するとともに、民間
活力の導入や支援システムの構
築など、様々な手法について検討
を進めた。

-

庁内における窓口体制の見直し
について、担当部局と連携し、先
進事例を調査するとともに、民間
活力の導入や支援システムの構
築など、様々な手法について検討
を進めた。

-

庁内における窓口体制の見直しに
ついて、担当部局と連携し、先進
事例を調査するとともに、民間活
力の導入や支援システムの構築な
ど、様々な手法について検討を進
めた。

- D
継
続

2-1-(1)

75 4 2 3
継
続

企
画
課

佐久地域定住自
立圏の推進

連携事業を実施する際に経費が発
生する場合の関係市町村との費用
負担の調整が必要となる。

佐久市が中心市としての役割を果た
し、関係市町村と連携して、さらなる
市民サービスの展開、圏域の定住人
口の確保、また地域の活性化を図
る。

・財源確保
・広域連携の強化

計
画

H24 → ○ → → →

既存の取組の検証を行いつつ、
新たな連携について、関係市町
村と協議を進めた。
また、他の広域連携による取組な
どへの移行も含め、定住自立圏と
しての連携から、より効果的な取
組方法への改善を検討した。

-

既存の取組の検証を行いつつ、
新たな連携について、関係市町
村と協議した結果、ICT教育の推
進と情報化の推進の２事業の連
携が図られた。
また、他の広域連携による取組な
どへの移行も含め、定住自立圏と
しての連携から、より効果的な取
組方法への改善を検討した。

-

既存の取組の検証を行いつつ、
新たな連携について、関係市町
村と協議を進めた。
また、他の広域連携による取組な
どへの移行も含め、定住自立圏と
しての連携から、より効果的な取
組方法への改善を検討した。

-

既存の取組の検証を行いつつ、
新たな連携について、関係市町
村と協議を進めた。
また、他の広域連携による取組な
どへの移行も含め、定住自立圏と
しての連携から、より効果的な取
組方法への改善を検討した。

-

既存の取組の検証を行いつつ、
新たな連携について、関係市町
村と協議を進め、令和４年度から
を計画期間とする第三次佐久地
域定住自立圏共生ビジョンの策
定をした。
また、他の広域連携による取組な
どへの移行も含め、定住自立圏と
しての連携から、より効果的な取
組方法への改善を検討した。

-

　既存の取組の検証を毎年度
行うとともに、新たな連携につい
て関係市町村と協議を進め、
平成30年度から新たに「ICT教
育の推進」と「情報化の推進」
の２事業の連携が図られた。
　中長期的な圏域人口目標に
ついて、令和２年度の目標値２
３４，５００人に対し、令和２年
度国勢調査速報値２３４，７５
４人と、見込みよりも圏域全体
の人口減少を緩やかに抑えるこ
とができた。

- B

圏域市町村の各分
野の担当課で構成
する推進部会にお
いて、毎年度事業
の見直しを図りつ
つ、引き続き各種
取組を推進してい
く。

継
続

1-2-(2)
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行　動　内　容

備考
継続性
評価

第四次大綱該
当区分

次期計画
の方向性5年間の実績による成果

5年間の財政
効果額
（千円）

令和2年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

№

基
本
視
点

主
要
事
項

取
組
事
項

分
類

（
※
１

）

R2 R3

効　果
（「事業面：何が、どのように、

なるのか」
　「コスト面：財政効果等」）

区
分

（
※
２

）

実施予定（※３）

（何のため、何を、どう、改革するか） H29

課　名 項　目　名 経過や課題

取
組
開
始
年
度

H30 R1

財政
効果額
（千円）

平成30年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

令和元年度実施項目
（具体的に実施した事項）

平成29年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

令和3年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

76 4 3 1
継
続

情
報
政
策
課

情報通信技術の
有効活用

事務の効率化、市民の利便性向
上のため、情報通信技術の活用を
図るとともに、新たな通信手段など
の活用を検討し、導入を図る必要
がある。

地域情報化の推進、電子自治体の
推進を実現するため、システムの共同
調達や、事務効率化に資するシステ
ムの導入を検討する。
また、新たな情報通信技術を検証し
つつ、より有効な行政情報の伝達手
段を模索する。

・市民サービスの向上
・経費の削減
・市民と行政との意識の共有

計
画

H24 ○ → ○ ○ →

・公衆無線ＬＡＮ環境を23施設に
整備した。
・マイナンバー個人向けポータルサ
イトの「子育てワンストップサービ
ス」と連携した。
・定住自立圏情報分野におい
て、自治体相互が共同利用可能
なシステムの導入を検討した。
・長野県下13市による電算システ
ム共同化実現の可能性を検討し
た。

-

・公衆無線ＬＡＮ環境を５施設に
整備した。
・定住自立圏情報分野におい
て、自治体相互が共同利用可能
なシステムの導入として、「戸籍シ
ステム」の共同化参加市町村を
決定した。
・長野県下13市による電算システ
ム共同化について検討した。

-

・公衆無線ＬＡＮ環境を１４施設
に整備した。
・定住自立圏情報分野におい
て、「戸籍システム」の共同利用に
関する協議書の調印等を行い、
システムを稼働させた。
・先進事例等を参考に、ＡＩ・ＲＰ
Ａを使ったシステムの導入について
検討し、実証検証を行った。

2,186

・行政サービスや情報伝達の高度
化・拡充に対応するシステムを構
築した。
・佐久CATVのFTTH化を進めた。
・現行情報システムの課題を整理
し、次期システムの整備計画を策
定した。
・ＡＩ・ＲＰＡを使ったシステムの効果
等について検証を行い、RPAを導
入した。

174

・利用登録者を増やすため、市政
情報配信等システムのサービスメ
ニューを拡充した。
・佐久CATVのFTTH化を進めた。
・次期情報システムの整備計画に
基づき、人事給与システムを調達
した。
・ＡＩやＲＰＡを使った業務を拡大し
た。

330

定住自立圏情報分野において「戸
籍システム」の共同利用を開始し
たほか、ＲＰＡやＡＩ－ＯＣＲの活用
により事務効率化を進めた。
公衆無線ＬＡＮの整備に加え、佐
久ＣＡＴＶのＦＴＴＨ化整備を行って
いるほか、ＬＩＮＥを活用した情報受
発信サービスを開始し、内容の拡
充を進めている。

2,690 B
継
続

2-1-(1)
2-2-(1)

77 4 3 2
継
続

情
報
政
策
課

情報のセキュリティ
管理の徹底

マイナンバー制度の導入などにより、
情報の管理徹底が必要不可欠で
あることから、これまで以上に強固な
情報セキュリティ対策が求められて
いる。

時代の変化に合わせてセキュリティポリ
シーの見直しを行うとともに、外部から
の不正アクセスに対応可能な情報シ
ステムを堅持するよう、定期的な見直
しを図る。

・市民の安全確保
・市民サービスの向上

計
画

H18 → → → → →

・長野県自治体情報セキュリティ
クラウドシステムと連携し、本市に
おける情報セキュリティを維持し
た。
・必要に応じ情報セキュリティポリ
シーを見直した。

-

・長野県自治体情報セキュリティ
クラウドシステムと連携し、本市に
おける情報セキュリティを維持し
た。
・職員の意識向上のため、情報セ
キュリティ研修会を開催した。

-

・長野県自治体情報セキュリティ
クラウドシステムと連携し、本市に
おける情報セキュリティを維持し
た。
・情報セキュリティポリシーの見直し
内容について検討を行った。
・職員の意識向上のため、情報セ
キュリティ研修会を開催した。

-

・長野県自治体情報セキュリティク
ラウドシステムと連携し、本市にお
ける情報セキュリティを維持した。
・必要に応じ情報セキュリティポリ
シーの見直し内容について検討を
行った。
・職員の意識向上のため、情報セ
キュリティ研修会を開催した。

-

・長野県自治体情報セキュリティク
ラウドシステムと連携し、本市にお
ける情報セキュリティを維持した。
・必要に応じ情報セキュリティポリ
シーの見直しを行った。
・職員の意識向上のため、情報セ
キュリティ研修会を開催した。

-

長野県自治体情報セキュリティクラ
ウドシステムとの連携や、情報セ
キュリティ研修会の開催により、不
正アクセスやウイルス感染等の脅威
への対策を講じてきたほか、情報セ
キュリティポリシーの見直しを行って
いる。

- B
継
続

2-2-(2)

78 2 3 1
新
規

財
政
課

宿日直業務の民
間委託

本庁の宿日直業務及び、支所の
日直業務は職員が直営で行ってい
るが、職員の負担軽減、また働き
方改革の視点から見直しが必要で
ある。

関係課との調整を行い、職員の負担
軽減のため、宿日直業務を民間へ委
託する。

・職員の負担軽減
計
画

R1 ● ○ ◎

・民間委託を開始するための実施
計画の策定を進めた。
・関係課との調整を進めた。
・先進地の事例の研究、メリット、
デメリットの整理、民間委託につい
て現行の直営との比較検証を
行った。

-
・サウンディング市場調査を実施
し、民間の活力導入等の方向性
を決定した。

- 宿直業務について、令和3年10月
から民間委託を実施した。

-

宿直業務は、令和３年１０月から
民間委託へ移行した。
日直業務については、受付業務等
が主になることから他部署において
検討していく。

- A
終
了
①

79 2 2 1
新
規

国
保
医
療
課

へき地内山出張
診療所の廃止

地域の皆さんの理解、現在診療所
で受診している患者への対応。

へき地内山出張診療所について、交
通機関の発達等による受診者が減
少していることから、地域住民等と協
議の上、施設の廃止を含めあり方を
検討する。

・経費の節減

達
成
・
終
了

H24 ● → ◎
平成２９年１０月で診療所で受
診する患者がいなくなったことから、
１１月より診療を、予約制とした。

-
施設の在り方について、関係区と
懇談を行う中で、施設廃止につい
ての意見集約を行った。

- 診療所を廃止にするための手続き
を進めた。

- - A
終
了
①

80 2 3 1
新
規

観
光
課

各種イベント等の
民間委託の推進
とあり方検討

地域経済活性化のため、民間が実
施できるイベントや運営業務につい
ては、民間に委ねていく必要があ
る。

事業者が受託しやすいよう運営の切
り分けや業務分担を明確化し、より
効果的かつ効率的な委託を行う。

・事務事業の効率化
・経済活性化、経費の節減
・市民サービスの向上

計
画

R1 ○ → →

・ＳＡＫＵブルームのあり方について
検討を行い廃止した。
・佐久の鯉人創出事業のあり方
について検討を行い廃止した。
・運営の切り分けや業務分担の
明確化により、業務の効率的かつ
効果的な委託を行うための検討
を進めた。

6,000

コロナ禍により、イベントを開催でき
なかった。各実行委員会や佐久
市観光協会と連携し、時代に即
したイベント運営について検討を
進めた。

-

地域の主体性を促進しつつ、イベ
ントの活性化が図られるよう、必
要な連携・支援体制を構築する。
また、時代に即した効率的なイベ
ント運営について検討を行った。

-
既存イベントのあり方の検討を行
い、SAKUブルーム、佐久の鯉人創
出事業を廃止した。

6,000 A
終
了
①

81 4 2 1
新
規

観
光
課

観光施設のあり
方見直し

施設老朽化による維持管理費の
増加、人口減少による利用者数の
減少、同様施設の競合があること
から施設のあり方について見直す必
要がある。

施設の利用状況、ニーズを調査、分
析することで、施設の民間活用および
統廃合を検討する。

・事務事業の効率化
・経費の節減
・公共施設等の適正化

計
画

R1 ○ ● →

・日帰り温浴施設について、将来
的なあり方を検討する中で、一定
の経営改善目標を示し、次期指
定管理者募集において、統廃合
を含むスキーム作りを行った。
・春日温泉公衆トイレについて、
利用者が少ない冬期間（12月～
3月）のあり方について検討し、管
理方法について見直しを行った。

147 ・同類の施設の統合・老朽化した
施設の統廃合の検討を進めた

-
観光施設及び付随する老朽化の
著しい施設を洗い出し、今後の在
り方について検討を行った。

-
春日温泉公衆トイレについて、冬
期間の管理方法見直しにより、維
持費を削減した。

147 A
春日温泉のあり方に
ついては、引き続き検
討を進める。

終
了
①

82 2 3 2
新
規

子
育
て
支
援
課

3歳未満児保育
の充実

核家族化や共働き家庭の増加、
保護者の勤務形態の多様化など
に伴い需要が増大している３歳未
満児の保育ニーズに応える必要が
ある。

民間保育事業者による小規模保育
事業所の整備、運営を支援すること
で、３歳未満児の保育ニーズに対応
する。

・官民における公共サービス
の適正化
・市民サービスの向上

達
成
・
終
了

H29 ● → ◎ 保育事業所開設に向け検討を
進めた。

－ 保育事業所開設に向け検討を
進めた。

－ 民間保育事業者による小規模保
育事業所の整備を支援した。

-

・民間保育事業者による小規模
保育事業所、２箇所の整備を支
援することで、３歳未満児の保育
ニーズに対応した。

- A
終
了
①

83 2 2 1
新
規

危
機
管
理
課

消防団活動の見
直し

非常備消防力の強化
地域の実状に応じた消防団活動の
維持

過疎化・サラリーマン化を勘案しなが
ら、消防団活動の効率化を図る。

・事務事業の効率化
計
画

R1 ○ → →

・市ポンプ操法大会の訓練回数
及び訓練時間に上限（１６回・２
時間以内）を設けるなど、団員の
負担軽減を図った。
・部長以上等幹部会議について、
資料の送付による情報等の伝達
のみで済むものについては、開催し
ない等の見直しを行った。
・各地区等において想定されてい
る自然災害を地域において共有
し、消防団等の初動体制を確立
するため、新たに「さくの絆」作戦を
開始した。

353

昨年度より実施する「さくの絆」作
戦の拡充として、令和元年東日
本台風を踏まえた初動体制の確
立と実践訓練を促進した。
また、県と市で同制度がある消防
団応援事業所制度の一本化を
検討した。

-

コロナ禍におけるポンプ操法大会
の中止等、消防団活動の制限に
よる消防力を低下させないため、
感染予防対策を講じた上で、火
災防御・水防等の各種訓練を実
施した。

-

会議・訓練の見直しによる負担軽
減と、実情に即した災害対応訓練
として、火災防御訓練の実施、ま
た、平時からの地域との連携強化
により消防力の向上を図った。

353 B No.25消防団組織の
再編成に統合

統
合

1-1-(3)

84 4 2 1
新
規

近
代
美
術
館

収蔵品展等のあ
り方の見直し

展覧会の企画・開催に工夫をして
いるが観覧者数の増加に結び付か
ない一方、佐久市民の日などの無
料開館時には多くの観覧者があ
る。
館受付では、臨時職員３名が交替
で受付業務(観覧料徴収等)を行っ
ている。

観覧者を増やすため、展覧会（収蔵
品展）を無料にする。
観覧料収入が減る対策として、支出
を減らす（受付業務の時間数を減ら
し（開館時間１時間短縮）、当業務
を臨時職員から外部委託にする）。

・観覧者数の増加
・経費の節減

計
画

R2 ○ → -

7月以降開催の収蔵品展観覧料
を無料にするとともに、開館時間を
1時間短縮し受付業務を外部委
託した。観覧者数及び掛かった経
費のﾃﾞｰﾀを収集したが、新型ｺﾛﾅ
ｳｲﾙｽ感染症対策で臨時閉館や
展覧会ｽｹｼﾞｭｰﾙの変更を行った
ため、十分な効果検証にならな
かった。

-

収蔵品展観覧無料、開館時間1
時間短縮、受付業務外部委託
を継続し、観覧者数及び経費等
ﾃﾞｰﾀを収集する。観覧者数増加
及び経費節減効果の検証を行
い、次年度以降の行動内容を検
討した。

-

観覧者数増加、経費節減を図る
ため、ｺﾚｸｼｮﾝ展観覧無料、開館
時間1時間短縮、受付業務外部
委託を実施したが、観覧者数及び
経費節減の正確なﾃﾞｰﾀを取得す
ることができなかった(令和2年度より
臨時職員が会計年度任用職員に
変更されたこと、また新型ｺﾛﾅｳｲﾙ
ｽ感染症対策により人の移動抑制
や当美術館の臨時休館があったた
め)。

- B

令和4年度から条例
どおり運営。財源を確
保(観覧料)。観覧者
数増加について18歳
未満無料などの方策
を検討。経費節減に
ついて受付業務外部
委託継続（休館日勤
務不要で経費節
減）。

継
続

3-3-(1)

85 2 2 1
新
規

文
化
振
興
課

アーティストバンク
事業の見直し

新規登録者および利用者がほとん
ど無く、必要性が低くなっている。

登録者と事業継続の要否などに関す
る調整を行い、令和3年度に予定し
ている佐久市文化振興計画の見直
しに合わせて、事業のあり方を検討す
る。

・事業形態の見直し（廃止を
含む）

計
画

R2 ● ◎ - 県内自治体の運用事例について
検証を行う。

-

・128名の登録者に対しアンケート
を実施、現状の活用状況の確認
と継続の意向を調査。文化振興
推進企画委員会へ結果を報告
し、今後の事業のあり方を検討し
た。

- 今後に向けた効果検証が行えた。 - B
今後も、定期的にア
ンケートを実施し、効
果の検証を図る

継
続

3-2-(1)

9



○ 佐久市行政改革行動計画（平成２９年度～令和３年度）

行　動　内　容

備考
継続性
評価

第四次大綱該
当区分

次期計画
の方向性5年間の実績による成果

5年間の財政
効果額
（千円）

令和2年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

№

基
本
視
点

主
要
事
項

取
組
事
項

分
類

（
※
１

）

R2 R3

効　果
（「事業面：何が、どのように、

なるのか」
　「コスト面：財政効果等」）

区
分

（
※
２

）

実施予定（※３）

（何のため、何を、どう、改革するか） H29

課　名 項　目　名 経過や課題

取
組
開
始
年
度

H30 R1

財政
効果額
（千円）

平成30年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

令和元年度実施項目
（具体的に実施した事項）

平成29年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

令和3年度実施項目
（具体的に実施した事項）

財政
効果額
（千円）

86
新規

3 2 2
新
規

総
務
課

専決事項（決裁
区分）の見直し

支出負担行為に関する専決事項
（金額による決裁区分）について、
他の同規模自治体と比較し、理事
者の決裁を求める事項が多く、迅
速な意思決定に欠ける場面があ
る。

業務の効率化と意思決定の迅速化
を図るため、事務処理規則の改正を
行い、支出負担行為に関する専決
事項を見直す。

・行政手続の簡素化
・事務事業の効率化

計
画

R3 ○ - － -

義務的経費について、課長専決
に変更するとともに、工事請負費
など一部の項目について、決裁区
分毎の上限額を引き上げるなど、
支出負担行為に関する専決事項
全般に渡る見直しを行い、令和3
年10月1日を施行日とし、事務処
理規則を改正した。

-

義務的経費について、課長専決に変
更するとともに、工事請負費など一部
の項目について、決裁区分毎の上限
額を引き上げるなど、支出負担行為
に関する専決事項全般に渡る見直し
を行い、令和3年10月1日を施行日と
し、事務処理規則を改正した。
なお、見直し時点で推計した決裁件
数の増減率については、以下のとお
り。
・市長（△80.0%）、副市長（△
69.7%）、教育長（＋12.5%）、部長
（△52.3%）、課長（＋6.4%）

- A
終
了
①

87
新規

4 2 2
新
規

総
務
課

押印の見直し

国においては、新型コロナウイルスの
感染症対策及びデジタル時代を見
据えた取組の一環として押印の見
直しを推進しており、地方公共団
体に対しても積極的な取組を求め
ている。

行政手続の簡素化により市民の負
担を軽減するため、また、行政手続の
デジタル化を推進するため、行政手
続における押印廃止に取組む。

・行政手続の簡素化
・事務事業の効率化

計
画

R2 ○ → -

市に提出される申請書等への押
印について、規則等に定めのある
1,126様式のうち、902様式を廃止
した。

-
事情により廃止に至らなかった様
式について、継続的な見直しを進
めた。(2様式について押印廃止)

-

市に提出される申請書等への押
印について、条例、規則等に定め
のある1,126様式のうち、902様式
を廃止した。

- A
終
了
①
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